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法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 ○ 区

都 ○ ○ ○ 都

１　都市計画決定に関する事務

①

考　　　　え　　　　方

○本来基礎自治体の事務であり、面積規模で決定権者を区分けする必然性は無
い。１ha以下のものは区が処理しており、１haを超えるものについても、地域の実情
に応じて計画決定できるよう、区が担う方向で検討すべきである。地元周辺地域へ
の影響を考慮しつつ、住民の合意を得ながら総合的に計画決定を行うことが期待
できる。なお、区に移管するには、法改正が必要である。

○特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都市と
して総合的に整備・開発・保全することとされているため、影響が区の区域
を越え広域に及ぶなど広域的観点から定めるべき都市計画については都が定
めるべきである。

○面積が1haを超える特定街区においては、容積率の最高限度・高さの制限
等の緩和や発生交通量の増加等の影響が周辺市街地にまで及ぶため、広域的
な見地から検討・調整を行い、周辺市街地を含め、都市機能に適応した良好
な環境の街区形成を図る必要がある。

よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

1　都市計画決定に関する事務

特定街区で面積が１haを超えるものに
関する都市計画決定を行う。

（１）大規模な特定街区に関す
る都市計画決定
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1 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

都市整備局

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

○特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都市として総
合的に整備・開発・保全することとされているため、影響が区の区域を越え広域に
及ぶなど広域的観点から定めるべき都市計画については都が定めるべきである。

○面積が1haを超える特定街区においては、容積率の最高限度・高さの制限等の緩和
や発生交通量の増加等の影響が周辺市街地にまで及ぶため、広域的な見地から検
討・調整を行い、周辺市街地を含め、都市機能に適応した良好な環境の街区形成を
図る必要がある。

よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

理由

理由 特別区の区域は、一つの都市計画区域として指定されており、一体の
都市として総合的に整備・開発・保全することとされている。1haを超える
特定街区は周辺環境に与える影響が大きいため、都市の安全性や機能性の向
上を図るためには、都が総合的・広域的な視点で一体的に処理する必要があ
る。

理由

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

①検討対象事務評価個票      　　　　〔都〕
大区分

〇

担当

大規模な特定街区に関する都市計画決定

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

事業名

チェック 理由　面積が1haを超える特定街区においては、容積率の最高限度・高さの
制限等の緩和や発生交通量の増加等の影響が周辺市街地にまで及ぶため、広
域的な見地から検討・調整を行い、周辺市街地を含め、都市機能に適応した
良好な環境の街区形成を図る必要がある。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由

○

チェック

〇

区

理由　都市計画法第87条の4第1項及び同法施行令第46条第1号の規定によ
り、特定街区で面積が1haを超えるものについては、都が定めることとされ
ている。

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

理由

チェック

チェック

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

チェック

チェック
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1 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

○本来、基礎自治体の事務であり、面積規模で決定権者を区分けする必然性は無い。
１ha以下のものは区が処理しており、１haを超えるものについても、地域的な偏在や
量的差異はあるが、各区において体制を整備すれば対応可能と考えられる。判断基準
に照らして、都が実施しなければならない特別な事情はなく、地元周辺地域への影響
を考慮しつつ、地域の実情や課題に応じて、総合的に計画決定を行う観点から、法改
正も含め、特別区が担う方向で検討すべきである。
・一定の地域内で処理する事務であり、既に１ha以下のものは区で処理しているの
で、１haを超えたからといって、都による広域的な処理や一体的処理が必要となると
は言えない。
・地域的偏在や量的差異はあるが、現在も区が調整・協議の場に係わっており、該当
区で体制を整えれば、都のノウハウを継承することで、専門性の確保も可能であり、
また事業効果や効率に支障は生じない。

○本事業は市の事務をあえて都の事務としているものであることから、事務処理特例
による移管には馴染まず、法令改正が必要であると考えられる。

○特別区が担うことにより、以下のような効果が期待できる。
・区が都市計画を包括的に担うことにより、地元周辺地域への影響を考慮しつ、地域
の実情や課題に応じて、総合的に計画決定を行うことができる。
・より地域に近い区が実施することで、住民の合意形成など地域の実情に応じた柔軟
な対応が図れる。

○専門技術に対応する人材の確保・育成策等について、具体化に向けた検討の中で整
理する必要がある。

保

総合評価

都 区

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

○

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

本事業は市の事務をあえて都の事務としているものであることから、事
務処理特例による移管には馴染まず、法改正が必要である。

チェック

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

①検討対象事務評価個票      　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

大規模な特定街区に関する都市計画決定

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

チェック

チェック

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。
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1 中区分 1 小区分 (1)

（都における事務処理の状況）

・都市計画法（以下、「法」という。）に基づき、特定街区で面積が１haを超えるものに関する都市計画決定を行 ・平成18年３月31日現在、特別区の存する区域内において58地区、約126.4haの特定街区が都市計画決定さ

う。 れており、うち１haを超えるものが33地区、約109.8haである。

　（１ha超の特定街区の例）

　　千代田区・ホテルニューオータニ（7.4ha）、豊島区・サンシャインシティ（5.5ha）、

・特定街区で面積が１haを超えるものに関する都市計画決定（法第15条） 　　新宿区・東京都庁舎（4.3ha）、中央区・聖路加国際病院（3.9ha）、品川区・品川御殿山ヒルズ（3.3ha）

事 ※特定街区制度について

　　 ・特定街区制度とは、都市計画上の地域地区の一つであって、都市機能の更新や優れた都市空間の形成・保

全を目的とした相当規模のプロジェクトを、一般の建築規則にとらわれず、都市計画の観点から望ましいものへ

と誘導していくために設けられた制度である。特定街区内の建築物については、容積率、建ぺい率、高さ制限

務 などの一般の形態制限を適用せず、その街区に適した建築物の形態等についての制限を個別に都市

計画決定することにより、良好な都市空間の整備を図っていくものである。

・有効な空地の確保、地域の整備改善に寄与する程度、都心居住を推進するための住宅の確保、及び街区の

整備と併せて歴史的建築物等の保全・修復を行なう場合等に応じて、容積率の割増が受けられる。

の また、隣接する複数の街区を一体的に計画する場合には、街区間で容積移転することもできる。

内

・特定街区で面積が1ha以下のものに関する都市計画決定については特別区が行っている。

容

・特定街区に関する都市計画は、市町村が定めるべきものであるが、法第87条の4及び法施行令第46条の規定 ※平成12年４月１日より面積１ｈａ以下の特定街区については、都市計画決定が特別区に移管された。改正理

により、１haを超えるものについては、都が定める。　 由は、次のように説明されている。（都市計画法令研究会編著『地方分権後の改正都市計画法のポイント』）

　現行制度上、特定街区については、公共施設に対する影響が区の区域を超えて広域的に及ぶものであり、

都が一体的に処理する必要があるとして、都が決定することとされている。しかし、１ｈａ以下のものであれば、

これまでの実態からみて、その影響が、区の区域を超えて広域的に及ぶことはない範囲にとどまる蓋然性が高

く、区が決定してよいと考えられる。

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（主な事務内容）

（特別区における事務処理の状況）

（事務の概要）

検討対象事務の内容 ①
大区分

担当

大規模な特定街区に関する都市計画決定事業名

都市整備局
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 ○ 区

都 ○ ○ ○ 都

○特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都市と
して総合的に整備・開発・保全することとされているため、影響が区の区域
を越え広域に及ぶなど広域的観点から定めるべき都市計画については都が定
めるべきである。

○水道、電気供給施設、ガス供給施設及び下水道に関する都市計画は、土地
利用の現況（住宅・業務施設等がどこでどのような規模で存在するか）等を
勘案して定めることが必要である。特別区においては、市町村が決定する都
市計画のうち広域的影響があるものについては都が決定することとされてい
るため、水道、電気供給施設、ガス供給施設及び下水道については、広域的
観点から決定すべきものである。

○また、市場・と畜場は、２３区を一体の供給対象として、都市内における
機能配置を勘案して決定すべきものである。

よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

1　都市計画決定に関する事務

（２）水道等に関する都市計画
決定

水道、電気供給施設、ガス供給施設、
下水道、市場及びと畜場に関する都
市計画決定を行う。

○本来基礎自治体の事務であり、施設の種類で決定権者を区分けする必然性は
無い。該当施設以外のものは区が処理しており、該当施設についても、地域の実
情に応じて計画決定できるよう、特別区が担う方向で検討すべきである。地元周辺
地域への影響を考慮しつつ、住民の合意を得ながら総合的に計画決定を行うこと
が期待できる。なお、区に移管するには、法改正が必要である。

１　都市計画決定に関する事務

①

考　　　　え　　　　方
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1 中区分 1 小区分 (2)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

都市整備局

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

○特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都市として総
合的に整備・開発・保全することとされているため、影響が区の区域を越え広域に
及ぶなど広域的観点から定めるべき都市計画については都が定めるべきである。

○水道、電気供給施設、ガス供給施設及び下水道に関する都市計画は、土地利用の
現況（住宅・業務施設等がどこでどのような規模で存在するか）等を勘案して定め
ることが必要である。特別区においては、市町村が決定する都市計画のうち広域的
影響があるものについては都が決定することとされているため、水道、電気供給施
設、ガス供給施設及び下水道については、広域的観点から決定すべきものである。

○また、市場・と畜場は、２３区を一体の供給対象として、都市内における機能配
置を勘案して決定すべきものである。

よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

理由

理由 特別区の区域は、一つの都市計画区域として指定されており、一体の
都市として総合的に整備・開発・保全することとされている。都市の安全性
や機能性の向上を図るためには、水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水
道、市場及びと畜場に関する都市計画については、都が総合的・広域的な視
点で一体的に処理する必要がある。

理由

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

①検討対象事務評価個票      　　　　〔都〕
大区分

〇

担当

水道等に関する都市計画決定

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

事業名

チェック
理由　水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、市場及びと畜場に関す
る都市計画については、２３区を一つの都市として、広域的な観点から決定
すべきものである。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由

○

チェック

〇

区

理由　都市計画法第87条の4第1項及び同法施行令第46条第２号の規定によ
り、水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、市場及びと畜場に関する
都市計画については、都が定めることとされている。

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

理由

チェック

チェック

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

チェック

チェック
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1 中区分 1 小区分 (2)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

チェック

チェック

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

①検討対象事務評価個票      　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

水道等に関する都市計画決定

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

○
本事業は市の事務をあえて都の事務としているものであることから、事
務処理特例による移管には馴染まず、法改正が必要である。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

○本来、基礎自治体の事務であり、施設の種類で決定権者を区分けする必然性は無
い。
該当施設以外のものは区が処理しており、該当施設についても、各区の区域を越えて
配置されている等の広域性は有するものの、各区で体制を整え、必要に応じ、23区間
の連携を図ることで対応が可能と考えられる。判断基準に照らして、都が実施しなけ
ればならない特別な事情はなく、地元周辺地域への影響を考慮しつつ、地域の実情や
課題に応じて、総合的に計画決定を行う観点から、法改正も含め、特別区が担う方向
で検討すべきである。
・事業自体は広域性を有するとしても、それぞれの地域における実情や課題に応じて
判断する必要があり、施設の種類によって、都による広域的な処理や一体的処理が必
要となるとは言えない。
・広域的視点からの判断等も必要であるが、該当区で体制を整えれば、都のノウハウ
を継承することで、専門性の確保も可能であり、また事業効果や効率に支障は生じな
い。

○本事業は市の事務をあえて都の事務としているものであることから、事務処理特例
による移管には馴染まず、法改正が必要であると考えられる。

○特別区が担うことにより、以下のような効果が期待できる。
・区が都市計画を包括的に担うことにより、地元周辺地域への影響を考慮しつ、地域
の実情や課題に応じて、総合的に計画決定を行うことができる。
・より地域に近い区が実施することで、住民の合意形成など地域の実情に応じた柔軟
な対応が図れる。

チェック

総合評価

都 区 保
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1 中区分 1 小区分 (2)

（都における事務処理の状況：平成18年３月31日現在）

・都市計画法（以下、「法」という。）に基づき、水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、市場及びと畜場に 　(1)　水道（東京都水道局）

関する都市計画決定を行う。 ・区部においては、昭和11年に17,554haの計画決定がされて以来、着実な整備が行われた結果、昭和63年に

は給水普及率100％を達成した。

　(2)　下水道（東京都下水道局）

・水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、市場及びと畜場に関する都市計画決定（法第15条） ・区部においては、全体で56,375ha（下水管渠217,850ｍ、ポンプ場87箇所、処理施設18箇所）が計画決定さ

れて以来、着実な整備が行われた結果、平成６年度末で下水の普及率100％を達成した。

事 　(3)　市場（東京都中央卸売市場）

　　 ・現在の中央卸売市場は、区部には、大正13年に１本場２市場が都市計画決定されたのに始まり、10市場

が都市計画施設として開場されている。なお、淀橋市場松原分場は、平成20年７月に廃止し、世田谷

市場に統合した。

務 　(4)　と畜場（東京都中央卸売市場）

・芝浦と畜場は、昭和５年に都市計画決定され、現在は、中央卸売市場の食肉市場と一体で運営されている。

の ※水道等に関する都市計画は、市町村が定めるべきものであるが、都市計画法第87条の４及び同法施行令第

46条の規定により、都が定める。この特例の趣旨は、次のように説明されている（都市計画法令研究会編著『地

方分権後の改正都市計画法のポイント』）。　

　(1)　23区は、全体として一つの都市計画区域を形成しているように、一体的な都市としての性格を有するもの

内 　であること。

・標記の事務については、事務処理特例条例等に基づく都区の事務配分は行っていない。 　(2)　水道、電気供給施設及びガス供給施設に関する都市計画は、土地利用の現況（住宅・業務施設等がど

　こでどのような規模で存在するか）等を勘案して定めることが必要であること。また、特別区の存する区域にお

　いては、水道事業の経営主体及び公共下水道の管理者は、都とされていること。

容 　(3)　市場・と畜場は、23区を一体の供給対象として、都市内における機能配置を勘案して決定すべきもので

　あること。

・水道等に関する都市計画は、市町村が定めるべきものであるが、法第87条の4及び法施行令第46条の規定に

より、都が定める。　

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（主な事務内容）

（特別区における事務処理の状況）

（事務の概要）

検討対象事務の内容 ①
大区分

担当

水道等に関する都市計画決定事業名

都市整備局
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 ○ 区

都 ○ ○ ○ 都

○本来基礎自治体の事務であり、面積規模で決定権者を区分けする必然性は無
い。３ha以下のものは区が処理しており、３haを超えるものについても、地域の実情
に応じて計画決定できるよう、特別区が担う方向で検討すべきである。地元周辺地
域への影響を考慮しつつ、住民の合意を得ながら総合的に計画決定を行うことが
期待できる。なお、区に移管するには、法改正が必要である。

○特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都市と
して総合的に整備・開発・保全することとされているため、影響が区の区域
を越え広域に及ぶなど広域的観点から定めるべき都市計画については都が定
めるべきである。

○面積が3haを超える再開発等促進区を定める地区計画等においては、容積
率の最高限度・高さの制限等の緩和や発生交通量の増加等の影響が周辺市街
地にまで及ぶため、広域的な見地から検討・調整を行い、周辺市街地を含
め、都市機能に適応した良好な環境の街区形成を図る必要がある。

よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

1　都市計画決定に関する事務

再開発等促進区を定める地区計画又
は沿道再開発等促進区を定める沿道
地区計画でそれぞれの促進区の面積
が３ヘクタールを超えるものについて
都市計画決定を行う。

（３）大規模な再開発等促進区
を定める地区計画等に関する
都市計画決定

１　都市計画決定に関する事務

①

考　　　　え　　　　方

9



1 中区分 1 小区分 (3)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

①検討対象事務評価個票      　　　　〔都〕
大区分

〇

担当

大規模な再開発等促進区を定める地区計画等に関する都市計画決定

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

事業名

都市整備局

区

○特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都市として総
合的に整備・開発・保全することとされているため、影響が区の区域を越え広域に
及ぶなど広域的観点から定めるべき都市計画については都が定めるべきである。

○面積が3haを超える再開発等促進区を定める地区計画等においては、容積率の最高
限度・高さの制限等の緩和や発生交通量の増加等の影響が周辺市街地にまで及ぶた
め、広域的な見地から検討・調整を行い、周辺市街地を含め、都市機能に適応した
良好な環境の街区形成を図る必要がある。

よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

理由

チェック

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

チェック

チェック 理由　面積が3haを超える再開発等促進区を定める地区計画等においては、
容積率の最高限度・高さの制限等の緩和や発生交通量の増加等の影響が周辺
市街地にまで及ぶため、広域的な見地から検討・調整を行い、周辺市街地を
含め、都市機能に適応した良好な環境の街区形成を図る必要がある。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由

○
　(7) その他特段の事情があるかどうか。

チェック 理由　都市計画法第87条の4第1項及び同法施行令第46条第３号の規定によ
り、再開発等促進区を定める地区計画又は沿道再開発等促進区を定める沿道
地区計画でそれぞれの促進区の面積が3haを超えるものについては、都が定
めることとされている。

チェック

チェック

〇

理由

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

理由 特別区の区域は、一つの都市計画区域として指定されており、一体の
都市として総合的に整備・開発・保全することとされている。3haを超える
再開発等促進区を定める地区計画等は周辺環境に与える影響が大きいため、
都市の安全性や機能性の向上を図るためには、都が総合的・広域的な視点で
一体的に処理する必要がある。

理由

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。
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1 中区分 1 小区分 (3)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

チェック

チェック

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

①検討対象事務評価個票      　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

大規模な再開発等促進区を定める地区計画等に関する都市計画決定

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

○

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

本事業は市の事務をあえて都の事務としているものであることから、事
務処理特例による移管には馴染まず、法改正が必要である。

チェック

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

○本来、基礎自治体の事務であり、面積規模で決定権者を区分けする必然性は無い。
３ha以下のものは区が処理しており、３haを超えるものについても、地域的な偏在や
量的差異はあるが、各区において体制を整備すれば対応可能と考えられる。判断基準
に照らして、都が実施しなければならない特別な事情はなく、地元周辺地域への影響
を考慮しつつ、地域の実情や課題に応じて、総合的に計画決定を行う観点から、法改
正も含め、特別区が担う方向で検討すべきである。
・一定の地域内で処理する事務であり、既に３ha以下のものは区で処理しているの
で、３haを超えたからといって、都による広域的な処理や一体的処理が必要となると
は言えない。
・地域的偏在や量的差異はあるが、現在も区が調整・協議の場に係わっており、該当
区で体制を整えれば、都のノウハウを継承することで、専門性の確保も可能であり、
また事業効果や効率に支障は生じない。

○本事業は市の事務をあえて都の事務としているものであることから、事務処理特例
による移管には馴染まず、法改正が必要である。

○特別区が担うことにより、以下のような効果が期待できる。
・区が都市計画を包括的に担うことにより、地元周辺地域への影響を考慮しつ、地域
の実情や課題に応じて、総合的に計画決定を行うことができる。
・より地域に近い区が実施することで、住民の合意形成など地域の実情に応じた柔軟
な対応が図れる。

保

総合評価

都 区

チェック
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1 中区分 1 小区分 (3)

（都における事務処理の状況：平成18年３月31日現在）

・都市計画法（以下、「法」という。）に基づき、再開発等促進区を定める地区計画又は沿道再開発等促進区を （再開発等促進区を定める地区計画について）

定める沿道地区計画でそれぞれの促進区の面積が３haを超えるものについて都市計画決定を行う。 ・まとまった規模を有する低・未利用地（工場、鉄道操車場、港湾施設の跡地等）の土地利用転換を図り、建築

物と公共施設の整備を一体的かつ総合的に計画することにより、土地の有効利用、都市機能の増進、住宅・

業務床の供給の促進、地域の活性化の拠点づくり等を誘導する手法である（平成15年に再開発地区計画と住

・再開発等促進区を定める地区計画又は沿道再開発等促進区を定める沿道地区計画でそれぞれの促進区の 宅地高度利用地区計画を統合）。

面積が３haを超えるものに関する都市計画決定（法第15条） ・この地区計画に適合する建築物等で、容積率、建ぺい率、用途の制限及び建築物の高さの制限等に関し

事 て、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて認定又は許可したものについて

　　 は、一般規制を超えることができる。

・平成18年３月31日現在、特別区の存する区域内には46地区、約937haの再開発等促進区を定める地区計画

があり、うち促進区の面積が３haを超えるものが42地区、約927haである。

務 　（３ha超の地区計画の例）

　　江東区・有明南地区（107ha）、中央区・晴海地区（90ha）、港区・汐留地区（25ha）、

　　江戸川区・臨海町二丁目地区（21ha）、墨田区・両国駅北口地区（15ha）

（沿道再開発等促進区を定める沿道地区計画について）

の ・平成15年施行の都市計画法等の改正により創設された制度であり、沿道整備道路沿いの相当程度の低・未

利用地等において、必要な公共施設の整備を行いつつ一体的に再開発することにより、道路交通騒音による

障害の防止に寄与しつつ、土地の高度利用と都市機能の増進を図る制度である。

・平成18年３月31日現在、都による指定は行われていない。

内

・再開発等促進区を定める地区計画又は沿道再開発等促進区を定める沿道地区計画でそれぞれの促進区の ※平成12年４月１日より面積３ｈａ以下の再開発地区計画及び住宅地高度利用地区計画については、都市計

面積が３ha以下のものに関する都市計画決定については特別区が行っている。 画決定が特別区に移管された。改正理由は、次のように説明されている。（都市計画法令研究会編著『地方分

権後の改正都市計画法のポイント』）

容 　特別区の自主性・自律性の強化の観点から、1ha以下の特定街区の決定権限を特別区に移譲するのに併

せ、再開発地区計画・住宅地高度利用地区計画についても一定の小規模なものの決定権限を特別区に移譲

することにする。この際、再開発地区計画等が都市へ与えるインパクトは、同規模の市街地再開発事業に匹敵

すると考えられることから、市街地再開発事業と同様、面積が３ha以下の再開発地区計画、住宅地高度利用地

区計画の決定権限を特別区に移譲することとした。

・大規模な再開発等促進区を定める地区計画及び沿道再開発等促進区を定める沿道地区計画に関する都市

計画は、市町村が定めるべきものであるが、法第87条の4及び法施行令第46条の規定により、都が定める。　

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（主な事務内容）

（特別区における事務処理の状況）

（事務の概要）

検討対象事務の内容 ①
大区分

担当

大規模な再開発等促進区を定める地区計画等に関する都市計画決定事業名

都市整備局

12



検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 ○ ○ ○ ○ 都

１　延床１万㎡超の建築物にかかる建築確認等の事務

②

延べ面積が１万㎡を超える建築物及
び法律等により都知事の許可を必要と
する建築物又は工作物に係る建築主
事の事務を行う。

（１）延べ面積が１万㎡を超え
る建築物等に係る建築主事の
事務

考　　　　え　　　　方

○面積規模や施設の種類等で権限を区分けする必然性はない。1万㎡以下のもの
は区が処理しており、また、指定確認検査機関は、建築規模に関係なく扱ってい
る。1万㎡を超えるもの等についても、地域の実情に応じて処理できるよう、区が担
う方向で検討すべきである。特別区の区域内における建築物に係る権限と窓口が
一本化され、確認申請等の手続きが短縮され建築主等の負担が軽減することが期
待できる。

○特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都市と
して総合的に整備・開発・保全することとされている。延べ面積が１万㎡を
超える建築物については、各種都市施設への負荷や周辺環境に与える影響が
著しく大きいため、都が一体的に処理する必要がある。

○また、延べ面積が１万㎡を超える建築物では確認審査項目が多くなり、そ
の審査に当たって専門的な知識が求められる。

よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

１　建築主事の事務
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1 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

チェック

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

区

○特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都市として総
合的に整備・開発・保全することとされている。延べ面積が１万㎡を超える建築物
については、各種都市施設への負荷や周辺環境に与える影響が著しく大きいため、
都が一体的に処理する必要がある。

○また、延べ面積が１万㎡を超える建築物では確認審査項目が多くなり、その審査
に当たって専門的な知識が求められる。

よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

理由　建築基準法第97条の3及び同法施行令第149条の規定により、都の事務
とされている。

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

理由

チェック

理由　延べ面積が１万㎡を超える建築物では確認審査項目が多くなり、その
審査に当たって意匠では高層面積区画及び隣地斜線制限、防災面では特別避
難階段の設置及び非常用昇降機の設置、構造では保有水平耐力の計算などの
専門的な知識が求められる。

チェック

理由　特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都市とし
て総合的に整備・開発・保全することとされている。延べ面積が１万㎡を超える建
築物については、各種都市施設への負荷や周辺環境に与える影響が著しく大きいた
め、都市の安全性や機能性の向上を図るためには、都が一体的に処理する必要があ
る。

〇

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

理由

○

チェック

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

○

理由　大規模建築物については、各種都市施設への負荷や周辺環境に与える
影響が著しく大きいため、都が広域的な立場から検討・調整を図る必要があ
る。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由

都市整備局

チェック

②検討対象事務評価個票      　　　　〔都〕
大区分

〇

担当

延べ面積が１万㎡を超える建築物等に係る建築主事の事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

事業名
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1 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

○面積規模や施設の種類等で権限を区分けする必然性はない。1万㎡以下のものは区
が処理しており、また、指定確認検査機関は、建築規模に関係なく扱っている。1万
㎡を超えるもの等についても、各区において体制を整備すれば対応可能と考えられ
る。判断基準に照らして、都が実施しなければならない特別な事情はなく、地域の実
情に応じて、権限を一本化して処理する観点から、特別区が担う方向で検討すべきで
ある。
・指定確認検査機関が建物規模に関係なく扱っている。また区は、面積１万㎡以下の
案件において実績やノウハウを有していることから、面積要件等によって、都による
広域的な処理や一体的処理が必要となるとは言えず、また、事業効果や効率、あるい
は専門性、事業規模等の点で区が処理することが困難な事務とは言えない。

○事務処理特例により移管することで、法令上の制約は受けないものと考えられる。

○特別区が担うことにより、特別区の区域内における建築物に係る権限と窓口が一本
化され、確認申請等の手続きが短縮され建築主等の負担が軽減することが期待でき
る。

チェック

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

②検討対象事務評価個票      　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

延べ面積が１万㎡を超える建築物等に係る建築主事の事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。
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1 中区分 1 小区分 (1)

（都における事務処理の状況）

・建築基準法（以下、「法」という。）に基づき、①延べ面積が１万㎡を超える建築物（当該建築物に附置する工 ・区部において平成17年に着工した建築物31,925棟（床面積14,545,888㎡）のうち、床面積１万㎡以上のもの

作物及び当該建築物に設ける建築設備を含む。）及び②法律等により都知事の許可を必要とする建築物（当 は以下のとおりである。

該建築物に附置する工作物及び当該建築物に設ける建築設備を含む。）又は工作物に係る建築主事の事

務を行う。 ㎡ 1万～19,999 2万～29,999 3万～49,999 ５万㎡以上 計(1万㎡以上)

86 23 21 26 156

・建築物の建築等に関する確認（法第６条及び第87条） （％） 0.3 0.1 0.1 0.1 0.5

事 ・建築物に関する完了検査（法第７条、第７条の２及び第87条） 1,187,036 552,628 739,808 2,952,029 5,431,501

・建築物に関する中間検査（法第７条の３及び第７条の４） （％） 8.2 3.8 5.1 20.3 37.3

・完了検査申請受理後の仮使用の承認（法第７条の６）

・報告・検査等（法第12条） ・平成17年の東京都都市整備局市街地建築部への確認申請は208件、計画通知は110件であった。

務 ・計画通知（法第18条及び第87条）

・確認に関する消防長等の同意の要求等（法第93条） （参考：指定確認検査機関について）

・平成10年の建築基準法改正により、建築確認、完了検査及び中間検査に代えて、指定確認検査機関の

確認、完了検査及び中間検査を受けることができることとなった。平成17年において、東京都都市整備局市

の 街地建築部が所管する建築物のうち、指定確認検査機関が確認を行ったものは238件である。

内

・建築主事の事務のうち、事務の概要欄の①及び②に係るもの以外の事務については、特別区の建築主事が

つかさどる。

容

・建築主事の事務のうち、事務の概要欄の①及び②に係るものについては、法第97条の３及び法施行令第

149条により都の建築主事がつかさどる。

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（主な事務内容）

（特別区における事務処理の状況）

（事務の概要）

検討対象事務の内容

建築物の数（棟）

床面積の合計（㎡）

②
大区分

担当

延べ面積が１万㎡を超える建築物等に係る建築主事の事務事業名

都市整備局
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 ○ ○ ○ ○ 都

１　延床１万㎡超の建築物にかかる建築確認等の事務

②

考　　　　え　　　　方

２　特定行政庁の事務

（１）延べ面積が１万㎡を超え
る建築物等に係る特定行政庁
の事務

都の建築主事の確認対象となる建築
物等に係る特定行政庁の事務を行う。

○建築主事の事務を特別区が担う方向で検討することに連動して、区が担う方向
で検討すべきである。

○当該事務は、都市計画で定められた地域・地区等の土地利用計画に即した建
築規制を行うことにより、秩序ある都市の形成をめざすものである。このため、②－１
－１－（１）「延べ面積が１万㎡を超える建築物に係る建築主事の事務」と密接に関
連しており、一体で判断する必要がある。
○特別区は一つの都市計画区域に指定されており、一体の都市として総合的に整
備・開発・保全することとされていることなどから、延べ面積が１万㎡を超える建築物
等に係る特定行政庁の事務は、建築主事の事務と同様に都が一体的に処理する
必要がある。

よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。
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1 中区分 2 小区分 (1)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

チェック

チェック

チェック 理由 特別区の区域は、一つの都市計画区域に指定されており、一体の都市
として総合的に整備・開発・保全することとされている。延べ面積が１万㎡
を超える建築物については、各種都市施設への負荷や周辺環境に与える影響
が著しく大きいため、都市計画面から都が総合的・広域的な視点で一体的に
処理する必要がある。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

理由

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

理由

理由　特別区の区域は、一つの都市計画区域に指定されており、一体の都市として
総合的に整備・開発・保全することとされている。延べ面積が１万㎡を超える建築
物については、各種都市施設への負荷や周辺環境に与える影響が著しく大きいた
め、都市の安全性や機能性の向上を図るためには、都市計画面から都が総合的・広
域的な視点で一体的に処理する必要がある。

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

〇

理由　延べ面積が１万㎡を超える建築物では確認審査項目が多くなり、その
審査に当たって意匠では高層面積区画及び隣地斜線制限、防災面では特別避
難階段の設置及び非常用昇降機の設置、構造では保有水平耐力の計算などの
専門的な知識が求められる。

チェック

チェック

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

②検討対象事務評価個票      　　　　〔都〕
大区分

〇

担当

延べ面積が１万㎡を超える建築物等に係る特定行政庁の事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

都市整備局

事業名

○当該事務は、都市計画で定められた地域・地区等の土地利用計画に即した建築規
制を行うことにより、秩序ある都市の形成をめざすものである。このため、②－１
－１－（１）「延べ面積が１万㎡を超える建築物に係る建築主事の事務」と密接に
関連しており、一体で判断する必要がある。
○特別区は一つの都市計画区域に指定されており、一体の都市として総合的に整
備・開発・保全することとされていることなどから、延べ面積が１万㎡を超える建
築物等に係る特定行政庁の事務は、建築主事の事務と同様に都が一体的に処理する
必要がある。

よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由　建築基準法第97条の3及び同法施行令第149条の規定により、都の事務
とされている。

理由 区

○

チェック

〇

　(7) その他特段の事情があるかどうか。
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1 中区分 2 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

○建築主事の事務を特別区が担う方向で検討することに連動した整理が必要である。

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

チェック

②検討対象事務評価個票      　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

延べ面積が１万㎡を超える建築物等に係る特定行政庁の事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック
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1 中区分 2 小区分 (1)

（都における事務処理の状況）

・建築基準法（以下、「法」という。）に基づき、都の建築主事の確認対象となる建築物等（※）に係る特定行政 ・別紙参照

庁の事務を行う。

（※）①延べ面積が１万㎡を超える建築物（当該建築物に附置する工作物及び当該建築物に設ける建築設備

を含む。）、②法律等により都知事の許可を必要とする建築物（当該建築物に附置する工作物及び当該建築

物に設ける建築設備を含む。）又は工作物

事 ・承認、許可及び認定（別紙）

・違反建築物に対する措置（法第９条）

・指定建築物等の定期報告の受理（法第12条）

・所有者、設計者、指定確認検査機関等から工事計画、施工状況の報告を求めること。（法第12条）

務 ・法の規定による処分の台帳整備、書類の閲覧に関すること（建築基準法第12条・第93条の２）

・指定確認検査機関への立入検査等（同第77条の31）

・建築基準法施行に関する規則を定めること。

の

内

・特定行政庁の事務のうち、事務の概要欄の①及び②に係るもの以外の事務については、特別区の長が行う。

容

・特定行政庁の事務のうち、事務の概要欄の①及び②に係るものについては、法第97条の３及び法施行令第

149条により都知事に留保されている。

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（主な事務内容）

（特別区における事務処理の状況）

（事務の概要）

検討対象事務の内容 ②
大区分

担当

延べ面積が１万㎡を超える建築物等に係る特定行政庁の事務事業名

都市整備局
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特定行政庁が行う承認、許可及び認定（主なもの） 

 
１ 総則的規定に関するもの 

内容 建築基準法 件数  

原形を再現する建築物の適用除外認定 第３条 0  

検査済証の交付を受ける前における建築物

等の仮使用承認 

第７条の６ 

第 18条 

第 87 条の２ 

第 88条 

45 

26 

 

 

２ 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等に関するもの 

内容 建築基準法 件数  

建築物の敷地と道路との関係の建築許可 第 43条 5  

道路内における建築許可・認定 第 44条 4  

壁面線外における建築許可 第 47条 0  

 

３ 建築物の用途に関するもの 

内容 建築基準法 件数  

用途地域における建築等許可 第 48条 

第 87 条 

第 88 条 

6 

 

 

特殊建築物等敷地許可 第 51条 

第 87 条 

第 88 条 

3 

 

 

 

４ 建築物の敷地及び構造に関するもの 

内容 建築基準法 件数  

建築物の容積率の特例許可 第 52条 7  

建築物の①建ぺい率の特例許可、②建ぺい率

に関する制限の適用除外に係る許可 

第 53条 0  

建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る

許可 

第 53条の２

第 57条の５

0 

 

 

建築物の高さの特例認定及び許可 第 55条 2  

日影による建築物の高さの特例許可 第 56条の２ 16  

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関

する制限の適用除外に係る認定 

第 57条 0  

特例容積率適用地区内における建築物の高

さに関する制限の適用除外に係る許可 

第 57条の４ 0  

高度利用地区における建築物の①容積率、建

ぺい率、建築面積又は壁面の位置の特例許

可、②各部分の高さの許可 

第 59条 0  

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率

又は各部分の高さの特例許可 

第 59条の２ 27  

 

別紙 

21



５ 都市再生特別地区に関するもの 

内容 建築基準法 件数  

都市再生特別地区内の建築物の容積率、建ぺ

い率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関す

る制限の適用除外に係る許可 

第 60 条の２ 0  

 

６ 特定防災街区整備地区に関するもの 

内容 建築基準法 件数  

特定防災街区整備地区内の建築物の①敷地

面積の制限の適用除外に係る許可、②壁面の

位置に関する制限の適用除外に係る許可、③

間口率及び高さに関する制限の適用除外に

係る許可 

第 67 条の２ 0  

 

７ 景観地区に関するもの 

内容 建築基準法 件数  

景観地区内の建築物の①高さ、壁面の位置又

は敷地面積に関する制限の適用除外に係る

許可、②各部分の高さに関する制限の適用除

外に係る認定 

第 68 条 0  

 

 

８ 地区計画等の区域に関するもの 

内容 建築基準法 件数  

再開発等促進区等内の建築物の①容積率、建

築物の建ぺい率又は建築物の高さに関する

制限の適用除外に係る認定、②各部分の高さ

に関する制限の適用除外に係る許可 

第 68 条の３ 14  

建築物の容積率の最高限度を区域の特性に

応じたものと公共施設の整備の状況に応じ

たものとに区分して定める地区計画等の区

域内の建築物の容積率に関する制限の適用

除外に係る認定 

第 68 条の４ 9  

高度利用と都市機能の更新とを図る地区計

画等の区域内の建築物の各部分の高さに関

する制限の適用除外に係る許可 

第 68 条の５

の２ 

0  

区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備

えた建築物の整備を誘導する地区計画等の

区域内の建築物の容積率又は建築物の各部

分の高さに関する制限の適用除外に係る認

定 

第 68 条の５

の４ 

3  

地区計画等の区域内の建築物の建ぺい率の

特例認定 

第 68 条の５

の５ 

0  

予定道路に係る建築物の容積率の特例許可 第 68 条の７ 0  
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９ その他 

内容 建築基準法 件数  

仮設建築物建築許可 第 85条 36  

①一団地内に建築される一又は二以上の構

えを成す建築物の特例認定、②既存建築物を

前提として総合的見地から設計した建築物

の特例認定、③一団地内に建築される一又は

二以上の構えを成す建築物の特例及び敷地

内に広い空地を有する建築物の各部分の高

さ又は容積率に関する特例許可、④既存建築

物を前提として総合的見地から設計した建

築物の特例及び敷地内に広い空地を有する

建築物の各部分の高さ又は容積率に関する

特例許可 

第 86条 19  

①一敷地内認定建築物以外の建築物の建築

認定、②一敷地内認定建築物又は一敷地内許

可建築物以外の建築物の建築に関する特例

許可 

第 86条の２ 42  

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づ

く建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距

離又は高さに関する制限の適用除外に係る

認定 

第 86条の６ 0  

既存の一の建築物について二以上の工事に

分けて工事を行う場合の当該二以上の工事

の全体計画に関する認定等 

第 86条の８ 4  

※ 表中の「件数」とは、建築基準法第 97 条の３及び同法施行令第 149
条の規定（特別区の特例）に基づき、特別区の区域において都が承認、
許可又は認定した件数をいう（平成 18 年度実績）。 

※ 原形を再現する建築物の適用除外認定を除き、上記の事務に係る申
請書の受理、通知書の交付等の経由事務は、特別区における東京都の
事務処理の特例に関する条例の規定により、いずれも各特別区が行っ
ている。 
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 ○ ○ ○ 都

２　特定行政庁の事務

（２）中間検査に係る特定工程
の指定

中間検査を要する工事の工程の指定
を行う。

○特定行政庁の権限を一般の建築主事設置市と異なる取扱いとする必然性はな
い。本事業は、地域の建築物の動向や工事に関する状況を勘案して指定するもの
であり、地域の実情を把握している区が担う方向で検討すべきである。特別区の区
域内における建築物に係る権限と窓口が一本化され、確認申請等の手続きが短
縮され建築主等の負担が軽減することが期待できる。

○中間検査制度は、阪神・淡路大震災で施工の不備が原因と考えられる建築
物の被害が多く見られ、施工段階での検査の重要性が改めて認識されたこと
などを踏まえ創設された。
○中間検査の対象となる特定工程は、法に規定される工程のほか、特定行政
庁が当該地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘
案して指定することとされている。
○特別区の存する区域は、密集市街地が連たんしており、一つの都市計画区
域として指定されている。こうした中で都市の安全性を確保するためには、
都が特定工程の指定を統一的に行う必要がある。

よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

１　延床１万㎡超の建築物にかかる建築確認等の事務

②

考　　　　え　　　　方
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1 中区分 2 小区分 (2)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

理由　特別区の区域は、密集市街地が連たんしており、一つの都市計画区域
として指定されている。こうした中で都市の安全性を確保するためには、都
が特定工程の指定を統一的に行う必要がある。

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

○

チェック

〇

事業名

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由　建築基準法第97条の3及び同法施行令第149条の規定により、都の事務
とされている。

理由

チェック

○中間検査制度は、阪神・淡路大震災で施工の不備が原因と考えられる建築物の被
害が多く見られ、施工段階での検査の重要性が改めて認識されたことなどを踏まえ
創設された。
○中間検査の対象となる特定工程は、法に規定される工程のほか、特定行政庁が当
該地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して指定す
ることとされている。
○特別区の存する区域は、密集市街地が連たんしており、一つの都市計画区域とし
て指定されている。こうした中で都市の安全性を確保するためには、都が特定工程
の指定を統一的に行う必要がある。

よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

②検討対象事務評価個票      　　　　〔都〕
大区分

〇

担当

中間検査に係る特定工程の指定

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

都市整備局

チェック

区

チェック

チェック

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

理由

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

理由

チェック
理由　特別区の区域は、密集市街地が連たんしており、一つの都市計画区域
として指定されている。こうした中で都市の安全性を確保するためには、都
が特定工程の指定を統一的に行う必要がある。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

理由
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1 中区分 2 小区分 (2)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

○特定行政庁の権限を一般の建築主事設置市と異なる取扱いとする必然性はない。本
事業は、地域の建築物の動向や工事に関する状況を勘案して指定するものであり、判
断基準に照らして、都が実施しなければならない特別な事情はなく、地域の実情を把
握している特別区が担う方向で検討すべきである。

○事務処理特例により移管することで、法令上の制約は受けないものと考えられる。

○特別区が担うことにより、特別区の区域内における建築物に係る権限と窓口が一本
化され、確認申請等の手続きが短縮され建築主等の負担が軽減することが期待でき
る。

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

チェック

②検討対象事務評価個票      　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

中間検査に係る特定工程の指定

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック
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1 中区分 2 小区分 (2)

（都における事務処理の状況）

・建築基準法（以下、「法」という。）に基づき、中間検査を要する工事の工程の指定を行う。 ・東京都では、平成11年東京都告示第690号、平成16年東京都告示第925号及び平成19年東京都告示第765

号により特定工程の指定を行っている。

・対象区域

　２３区、市（八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市及び日野市の区域を除く。）、

・中間検査を要する工事の工程の指定（法第７条の３） 瑞穂町、日の出町、奥多摩町及び檜原村の区域　

　（中間検査の特定工程） ・中間検査を行う期間

事 　　建築主は、特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、建築主事の中間検査を申請しなければならな 　平成１９年６月２０日から平成２２年６月３０日まで　

　い。特定工程は、政令で定めるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関 ・中間検査対象となる建築物

　する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限って指定する。　　 　構造に関わらず、３階建て以上（地階を除く）すべてのもの。ただし、法第７条の３第１項第１号で定めるもの

（階数が３以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程）を除く。

務 ・中間検査を行う工程（特定工程）

　①木造は屋根工事、②鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造は１階の鉄骨建て方工事、③鉄筋コンクリート造は２

階床、梁の配筋工事、④その他の構造は２階の床工事、⑤延べ面積10,000㎡を超えるものは基礎の配筋工事

・適用の除外

の 　①法第６８条の２０（認証型式部材等）、②法第８５条 （仮設建築物） 

内

・標記の事務については、事務処理特例条例等に基づく都区の事務配分は行っていない。

容

・中間検査に係る特定工程の指定については、法第97条の３及び法施行令第149条により都知事がつかさど

る。

（主な事務内容）

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（特別区における事務処理の状況）

（事務の概要）

検討対象事務の内容 ②
大区分

担当

中間検査に係る特定工程の指定事業名

都市整備局
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 ○ ○ ○ 都

１　延床１万㎡超の建築物にかかる建築確認等の事務

②

考　　　　え　　　　方

２　特定行政庁の事務

（３）特殊建築物の敷地の位置
の許可

卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処
理施設の用途に供する建築物の敷地
の位置の許可を行う。

○建築物の種類で特定行政庁の権限を一般の建築主事設置市と異なる取扱いと
する必然性はない。該当する施設以外のものは区が処理しており、該当施設につ
いても、地域の実情や課題に応じて処理できるよう、区が担う方向で検討すべきで
ある。特別区の区域内における建築物に係る権限と窓口が一本化され、確認申請
等の手続きが短縮され建築主等の負担が軽減することが期待できる。

○卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設の特殊建築物の敷地の位置の許
可については、都市計画との整合性を図る観点からこれらの都市計画決定権者が
行うことが望ましい。
○これらの建築物に関する都市計画決定は、広域的な観点から定める必要がある
ことから、①－１－１－（２）「水道等に関する都市計画決定」及び④－59－１－（１）
「都市計画区域内の開発行為許可などに関する事務」のとおり、都が定めるべきで
ある。

よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。
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1 中区分 2 小区分 (３)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

チェック 理由　卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設については特別区の区域を
越えた広域なエリアを対象としているため、広域的な観点から都が都市計画
を決定しており、都市計画との整合性を図る観点からは、都市計画決定権者
である都が担うことが望ましい。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

理由

チェック

区

チェック

チェック

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

理由

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

理由

チェック

○卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設の特殊建築物の敷地の位置の許可につ
いては、都市計画との整合性を図る観点からこれらの都市計画決定権者が行うこと
が望ましい。
○これらの建築物に関する都市計画決定は、広域的な観点から定める必要があるこ
とから、①－１－１－（２）「水道等に関する都市計画決定」及び④－59－１－
（１）「都市計画区域内の開発行為許可などに関する事務」のとおり、都が定める
べきである。

よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

②検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

〇

担当

特殊建築物の敷地の位置の許可

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

都市整備局

事業名

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由　建築基準法第97条の3及び同法施行令第149条の規定により、都の事務
とされている。

理由

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

理由　卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設については特別区の区域を
越えた広域なエリアを対象としているため、広域的な観点から都が都市計画
を決定しており、都市計画との整合性を図る観点からは、都市計画決定権者
である都が担うことが望ましい。

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

○

チェック

〇

29



1 中区分 2 小区分 (3)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

○建築物の種類によって特定行政庁の権限を一般の建築主事設置市と異なる取扱いと
する必然性はない。該当する施設以外のものは区が処理しており、該当施設について
も、一定の広域的性格を有するものの、各区において体制を整備すれば対応可能と考
えられる。判断基準に照らして、都が実施しなければならない特別な事情はなく、地
域の実情や課題に応じて処理する観点から、特別区が担う方向で検討すべきである。
・事業自体は広域性を有するとしても、それぞれの地域における実情や課題に応じて
判断する必要があり、施設の種類によって、都による広域的な処理や一体的処理が必
要となるとは言えない。
・広域的視点からの判断等も必要であるが、該当区で体制を整えれば、都のノウハウ
を継承することで、専門性の確保も可能であり、また事業効果や効率に支障は生じな
い。

○事務処理特例により移管することで、法令上の制約は受けないものと考えられる。

○特別区が担うことにより、区が策定する土地利用方針との整合性を図るなど、地域
の実情にあった対応が可能となるほか、特別区の区域内における建築物に係る権限と
窓口が一本化され、確認申請等の手続きが短縮され建築主等の負担が軽減することが
期待できる。

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

チェック

②検討対象事務評価個票      　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

特殊建築物の敷地の位置の許可

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック
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1 中区分 2 小区分 (3)

（都における事務処理の状況）

・建築基準法（以下、「法」という。）に基づき、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設の用途に供する建築 ・別紙参照

物の敷地の位置の許可を行う。

・卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物の敷地の位置の許可（法第51条）

※卸売市場、と畜場、火葬場、汚物処理場、ごみ焼却場その他法施行令第130条の２の２で定める処理施設

事 は、用途地域の制限に適合させるほか、原則として都市計画でその敷地の位置が決定しているものでなけれ

ば新築又は増築してはならない。

※ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会（市町村都市計画審議会が置かれている市町村が定める

べき都市計画の場合はその審議会）の議を経て、都市計画上支障がないと認めて許可した場合等には、新築

務 又は増築することができる。

の

内

・標記の事務については、事務処理特例条例等に基づく都区の事務配分は行っていない。

容

・法第97条の３及び法施行令第149条により、法施行令第130条の２の２で定める処理施設のうち、卸売市場、と

畜場及び産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物の敷地の位置の許可に係る事務については、都知事に

留保されている。

（主な事務内容）

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（特別区における事務処理の状況）

（事務の概要）

検討対象事務の内容 ②
大区分

担当

特殊建築物の敷地の位置の許可事業名

都市整備局
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 ○ ○ ○ 都

１　延床１万㎡超の建築物にかかる建築確認等の事務

②

考　　　　え　　　　方

２　特定行政庁の事務

（４）用途地域の指定のない区
域内の建築物に係る建築制
限

用途地域の指定のない区域内の建築
物の容積率、建ぺい率及び各部分の
高さの指定を行う。

○特定行政庁の権限を一般の建築主事設置市と異なる取扱いとする必然性はな
い。用途地域の指定の無い区域は限られているが、判断基準に照らして、都が実
施しなければならない特別な事情はなく、区の土地利用方針との整合等地域の実
情に応じて処理する観点から、区が担う方向で検討すべきである。特別区の区域
内における建築物に係る権限と窓口が一本化されることが期待できる。

○建築物の容積率、建ぺい率は、用途地域の区分に応じて定められており、用途
地域の指定については、④－59－１－（１）「都市計画区域内の開発行為許可など
に関する事務」のとおり都が行うべきである。
○用途地域の指定のない区域における建築物に係る建築制限については、都市
の一体性を保つため、用途地域の指定のある区域との整合性を確保する必要があ
る。

よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

32



1 中区分 2 小区分 (4)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由　建築基準法第97条の3及び同法施行令第149条の規定により、都の事務
とされている。

理由

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

②検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

〇

担当

用途地域の指定のない区域内の建築物に係る建築制限

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

都市整備局

事業名

○建築物の容積率、建ぺい率は、用途地域の区分に応じて定められており、用途地
域の指定については、④－59－１－（１）「都市計画区域内の開発行為許可などに
関する事務」のとおり都が行うべきである。
○用途地域の指定のない区域における建築物に係る建築制限については、都市の一
体性を保つため、用途地域の指定のある区域との整合性を確保する必要がある。

よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

理由

チェック

チェック

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

理由

○

チェック

理由　特別区の区域は、一つの都市計画区域に指定されており、一体の都市
として総合的に整備・開発・保全することとされている。このため、都市の
安全性や機能性の向上を図るためには、当該事務についても、都市計画面か
ら都が総合的・広域的な視点で一体的に処理する必要がある。

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

区

チェック

チェック

チェック
理由　都市計画法の規定により、首都圏整備法の既成市街地に関する用途地
域については都が都市計画を定めることとされており、用途地域との整合性
を確保する観点から、当該事務についても都が行うことが望ましい。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

〇

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

理由
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1 中区分 2 小区分 (4)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

チェック

チェック

②検討対象事務評価個票      　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

用途地域の指定のない区域内の建築物に係る建築制限

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

○特定行政庁の権限を一般の建築主事設置市と異なる取扱いとする必然性はない。用
途地域の指定の無い区域は限られており、隣接区や都との調整が必要な場合も想定さ
れるが、判断基準に照らして、都が実施しなければならない特別な事情はなく、区の
土地利用方針との整合等地域の実情に応じて処理する観点から、特別区が担う方向で
検討すべきである。

○事務処理特例により移管することで、法令上の制約は受けないものと考えられる。

○特別区が担うことにより、特別区の区域内における建築物に係る権限と窓口が一本
化されることが期待できる。
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1 中区分 2 小区分 (4)

（都における事務処理の状況）

・建築基準法（以下、「法」という。）に基づき、用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率、建ぺい率及 ・東京都では、「用途地域の指定のない区域の容積率等の指定」（平成15年東京都告示第1141号）に基づき、

び各部分の高さの指定を行う。 容積率等の指定を行っている。

容積率 建ぺい率 隣地高さ制限 道路高さ制限

・用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率、建ぺい率及び各部分の高さの指定（法第52条、第53条 10分の30 10分の6 2.5 1.5

及び第56条） 10分の8 10分の4 1.25 1.5

事 ※用途地域の指定のある区域内においては、用途地域の区分に応じ建築物の容積率、建ぺい率及び各部

分の高さが建築基準法に定められているが、用途地域の指定のない区域内の容積率等については、特定行

政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都市計画審議会の議を経て定める。

※なお、東京都市計画（23区）においては、多摩川、荒川、江戸川等主要な河川・河川敷及び海面を除き、市

務 街化区域となっており（区部面積の94.8％）、用途地域の指定がなされている。

の

内

・標記の事務については、事務処理特例条例等に基づく都区の事務配分は行っていない。

容

・法第97条の３及び法施行令第149条により、用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率、建ぺい率及

び各部分の高さの指定に係る事務については、都知事に留保されている。

（主な事務内容）

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（特別区における事務処理の状況）

中央防波堤に係る公有水面

上記以外の東京都市計画区域

（事務の概要）

検討対象事務の内容 ②
大区分

担当

用途地域の指定のない区域内の建築物に係る建築制限事業名

都市整備局
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 ○ ○ ○ 都

２　特定行政庁の事務

（５）特例容積率の限度の指定
等

住宅用途を含む建築物の容積率の緩
和及び特例容積率適用地区内におけ
る建築物の特例容積率の限度の指定
を行う。

○特定行政庁の権限を一般の建築主事設置市と異なる取扱いとする必然性はな
い。各区において容積率の制限や緩和を行っていることとの関連もあり、地域の実
情に応じて、権限を一本化して処理する観点から、区が担う方向で検討すべきで
ある。特別区の区域内における建築物に係る権限と窓口が一本化されるとともに、
容積率や土地利用方針等との整合性をもった市街地の整備が期待できる。

○建築物の容積率は、用途地域の区分に応じて定められており、用途地域の指定
については、④－59－１－（１）「都市計画区域内の開発行為許可などに関する事
務」のとおり、都が行うべきである。
○特例容積率の緩和や限度の指定についても、都市の一体性を保つため、用途
地域において定められる容積率との関連を踏まえて、都が行うべきである。

よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

１　延床１万㎡超の建築物にかかる建築確認等の事務

②

考　　　　え　　　　方
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1 中区分 2 小区分 (5)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

理由

チェック

チェック

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

○

チェック

〇

理由

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由　建築基準法第97条の3及び同法施行令第149条の規定により、都の事務
とされている。

理由 区

○建築物の容積率は、用途地域の区分に応じて定められており、用途地域の指定に
ついては、④－59－１－（１）「都市計画区域内の開発行為許可などに関する事
務」のとおり、都が行うべきである。
○特例容積率の緩和や限度の指定についても、都市の一体性を保つため、用途地域
において定められる容積率との関連を踏まえて、都が行うべきである。

よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

②検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

〇

担当

特例容積率の限度の指定等

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

都市整備局

事業名

理由　特別区の区域は、一つの都市計画区域に指定されており、一体の都市
として総合的に整備・開発・保全することとされている。このため、都市の
安全性や機能性の向上を図るためには、当該事務についても、都市計画面か
ら都が総合的・広域的な視点で一体的に処理する必要がある。

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

理由

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

チェック

チェック
理由　都市計画法の規定により、首都圏整備法の既成市街地に関する用途地
域については都が都市計画を定めることとされており、用途地域との整合性
を確保する観点から、当該事務についても都が行うことが望ましい。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。
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1 中区分 2 小区分 (5)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

チェック

チェック

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

②検討対象事務評価個票      　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

特例容積率の限度の指定等

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

○特定行政庁の権限を一般の建築主事設置市と異なる取扱いとする必然性はない。容
積率については、各区において地区計画の活用等を通じて、地域の実情に即した制限
や緩和が行われており、特例的な容積率の指定や指定に際しての基準等の検討につい
ては、これらとの関係性を考慮する必要がある。また、一部指定に係る経由事務を事
務処理特例により実施している。判断基準に照らして、都が実施しなければならない
特別な事情はなく、地域の実情に応じて、権限を一本化して処理する観点から、特別
区が担う方向で検討すべきである。
・一定の地域内で処理する事務であり、隣接区との調整等を要する場合があるもの
の、都による広域的な処理や一体的処理が必要となるとは言えず、また、事業効果や
効率、あるいは専門性、事業規模等の点で区が処理することが困難な事務とは言えな
い。

○事務処理特例により移管することで、法令上の制約は受けないものと考えられる。
　なお、現在特例容積率適用地区の都市計画決定権限が都とされていることについて
も見直しを検討する必要がある。

○特別区が担うことにより、特別区の区域内における建築物に係る権限と窓口が一本
化されるとともに、地区計画の活用等を通じた容積率の制限、緩和や区が策定する土
地利用方針等との整合性を図ることができ、地域の実情にあった市街地の整備が期待
できる。

総合評価

都 区 保

チェック
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1 中区分 2 小区分 (5)

（都における事務処理の状況）

・建築基準法（以下、「法」という。）に基づき、住宅用途を含む建築物の容積率の緩和や特例容積率適用地区 (1)　住宅用途を含む建築物の容積率の緩和

内における特例容積率の限度の指定を行う。 ・都では、「住宅系建築物の容積率を緩和する区域等の指定」（平成14年東京都告示第1441号）により、中央、

新宿、墨田、品川及び荒川の各区の一部を指定し、当該区域に適用する容積率を定めている。

(1)　住宅用途を含む建築物の容積率の緩和（法第52条） (2)　特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定

　住宅の用途を含む建築物で、一定の条件に適合する場合には、政令で定める方法により算出した数値（指定 ・都では、「大手町・丸の内・有楽町地区特例容積率適用地区及び指定基準」（14都市建市第２号）により、大

事 容積率の1.5倍を上限とする。以下「緩和容積率」という。）にまで容積率の限度が緩和される。 手町・丸の内・有楽町地区特例容積率適用地区（約116.7ha）における特例容積率の指定基準を定めている。

　この容積率の緩和に関して特定行政庁が行う事務として、以下のものがある。

　・当該緩和が適用される区域を限定することができること。

　・一定の区域を指定し、当該区域に適用する容積率（指定容積率から緩和容積率までの範囲内）を定めること

務 　　ができること。

(2)　特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定（法第57条の２）

　都市計画法第９条第15項に規定する特例容積率適用地区内における２以上の敷地の所有権者等の申請に

の 基づき、それぞれの敷地に適用される特例容積率の限度を特定行政庁が指定する。

内

・主な事務内容欄の(2)については、指定に係る申請書の受理及び通知書の交付等の経由事務については、

特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の規定により、各特別区が行っている。

容

・法第97条の３及び法施行令第149条により、住宅用途を含む建築物の容積率の緩和及び特例容積率適用地

区内における建築物の特例容積率の限度の指定に係る事務については、都知事に留保されている。

（主な事務内容）

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（特別区における事務処理の状況）

（事務の概要）

検討対象事務の内容 ②
大区分

担当

特例容積率の限度の指定等事業名

都市整備局
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 ○ ○ ○ 都

１　延床１万㎡超の建築物にかかる建築確認等の事務

②

考　　　　え　　　　方

２　特定行政庁の事務

（６）被災市街地における建築
制限等

①被災市街地における建築制限及び
②非常災害時の仮設建築物に対する
制限緩和の対象区域の指定を行う。

○特定行政庁の権限を一般の建築主事設置市と異なる取扱いとする必然性はな
い。地域の実情に応じて処理できるよう、区が担う方向で検討すべきである。被害
状況に応じ各区の地域特性を踏まえた迅速な対応が図れることが期待できる。

○当該事務は、市街地に災害があった場合、都市計画又は土地区画整理法によ
る土地区画整理事業を行うために必要があると認めるときに、区域を指定して建築
制限を行うものであることから、都全体の被害状況を勘案して、広域的な観点から、
総合的に判断する必要がある。
○また、特別区は一つの都市計画区域に指定されており、一体の都市として総合
的に整備・開発・保全することとされていることから、当該事務は、都市計画面から
も一体的に処理する必要がある。

よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。
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1 中区分 2 小区分 (6)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

理由

チェック

チェック

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

○

チェック

〇

理由

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由　建築基準法第97条の3及び同法施行令第149条の規定により、都の事務
とされている。

理由 区

○当該事務は、市街地に災害があった場合、都市計画又は土地区画整理法による土
地区画整理事業を行うために必要があると認めるときに、区域を指定して建築制限
を行うものであることから、都全体の被害状況を勘案して、広域的な観点から、総
合的に判断する必要がある。
○また、特別区は一つの都市計画区域に指定されており、一体の都市として総合的
に整備・開発・保全することとされていることから、当該事務は、都市計画面から
も一体的に処理する必要がある。

よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

②検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

〇

担当

被災市街地における建築制限等

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

都市整備局

事業名

理由　特別区の区域は、一つの都市計画区域に指定されており、一体の都市
として総合的に整備・開発・保全することとされている。このため、都市の
安全性や機能性の向上を図るためには、当該事務についても、都市計画面か
ら都が総合的・広域的な視点で一体的に処理する必要がある。

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

理由

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

チェック

チェック
理由　密集した市街地が連たんした特別区の区域内では、震災時等に広範囲
にわたる被害が想定されることから、都全体の状況を勘案して、広域的な観
点から、総合的に判断することが必要である。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

41



1 中区分 2 小区分 (6)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

チェック

チェック

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

②検討対象事務評価個票      　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

被災市街地における建築制限等

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

○特定行政庁の権限を一般の建築主事設置市と異なる取扱いとする必然性はない。各
区で定める災害時の復興マニュアル等に基づき、被害状況に応じた迅速な対応を図る
必要がある。区域の指定等について、都や特別区間の調整が必要となることが想定さ
れるが、判断基準に照らして、都が実施しなければならない特別な事情はなく、地域
の実情に応じて、特別区が担う方向で検討すべきである。

○事務処理特例により移管することで、法令上の制約は受けないものと考えられる。

○地域の状況等を把握している特別区が実施することで被害状況に応じて迅速に対応
することができ、各区の地域特性を踏まえた復興が期待できる。

総合評価

都 区 保

チェック
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1 中区分 2 小区分 (6)

（都における事務処理の状況）

・建築基準法（以下、「法」という。）に基づき、被災市街地における建築制限や非常災害時の仮設建築物に対

する制限緩和を行う区域の指定を行う。

(1)　被災市街地における建築制限（法第84条）

　市街地に大地震や大火災等の災害があったとき、それを機に都市計画や土地区画整理事業を実施しようと

事 いう場合がある。そのようなときに、特定行政庁は、区域を指定して、その区域内の建築物の建築を一時制限し

たり禁止したりすることができる。

(2)　非常災害時の仮設建築物に対する制限緩和を行う区域の指定（法第85条）

務 　特定行政庁が指定する区域内においては、非常災害があった場合に、建築物の応急の修繕又は応急仮設

建築物の建築で災害発生の日から１月以内に工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適

用しない。

の

内

・標記の事務については、事務処理特例条例等に基づく都区の事務配分は行っていない。

容

・法第97条の３及び法施行令第149条により、被災市街地における建築制限及び非常災害時の仮設建築物に

対する制限緩和を行う区域の指定に係る事務については、都知事に留保されている。

（主な事務内容）

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（特別区における事務処理の状況）

（事務の概要）

検討対象事務の内容 ②
大区分

担当

被災市街地における建築制限等事業名

都市整備局
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 ○ ○ 都

１７ 土地試掘許可など都市計画に関する事務

④

市街地開発事業等予定区域の区域内
において、①土地の形質の変更又は
建築物の建築等に係る許可②国が行
う行為に係る当該国の機関との協議
を行う。

(1)市街地開発事業等予定区
域の区域内における建築等
の許可に関する事務

考　　　　え　　　　方

○市街地開発事業等予定区域内において、土地や建築物に関する行為の許可
等を行う事務であり、指定都市、中核市、特例市等に移譲されている事務で
ある。既に特別区は、都の建築主事の確認対象となる建物等に係るものを除
き実施しており、「②－１延床１万㎡超の建築物にかかる建築確認等の事
務」の見直しと合わせて、規模等に係わりなく、地域全体のまちづくりとの
整合を図りつつ実施できるよう、特別区が担う方向で検討すべきである。窓
口の一元化が図られ、区民・事業者に分かりやすく明確になるとともに、効
率的な事務処理が期待できる。

○市街地開発事業等予定区域の区域内における土地の形質の変更又は建築物
の建築等に係る許可などは、建築基準法に基づく建築確認の際に併せて処理
される。

○当該事務については、現在、都区間で役割分担がなされており、延べ面積
が１万㎡を超える建築物など都の建築主事の確認対象となる建築物等に係る
ものを除き、各特別区が処理している。

○現在、都に留保されている、延べ面積が１万㎡を超える建築物など都の建
築主事の確認対象となる建築物等に係る事務については、②－１の延べ面積
が１万㎡を超える建築物に係る建築確認等の事務と整合を図る必要がある。

　よって、②－１と同様、当該事務についても、都に残す方向で検討する。

１ 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の
許可に関する事務
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17 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

〇

担当

市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の許可に関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

事業名

都市整備局

区

○市街地開発事業等予定区域の区域内における土地の形質の変更又は建築物の建築
等に係る許可などは、建築基準法に基づく建築確認の際に併せて処理される。

○当該事務については、現在、都区間で役割分担がなされており、延べ面積が１万
㎡を超える建築物など都の建築主事の確認対象となる建築物等に係るものを除き、
各特別区が処理している。

○現在、都に留保されている、延べ面積が１万㎡を超える建築物など都の建築主事
の確認対象となる建築物等に係る事務については、②－１の延べ面積が１万㎡を超
える建築物に係る建築確認等の事務と整合を図る必要がある。

　よって、②－１と同様、当該事務についても、都に残す方向で検討する。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

理由

チェック

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

チェック

チェック
理由　大規模建築物については、各種都市施設への負荷や周辺環境に与える
影響が著しく大きいため、都が広域的な立場から検討・調整を図る必要があ
る。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

チェック

理由

チェック

チェック

〇

理由

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

理由 特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都
市として総合的に整備・開発・保全することとされている。延べ面積が１万
㎡を超える建築物については、各種都市施設への負荷や周辺環境に与える影
響が著しく大きいため、都市の安全性や機能性の向上を図るためには、都が
一体的に処理する必要がある。

理由

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。
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17 中区分 1 小区分 （1）
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

チェック

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の許可に関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

○市街地開発事業等予定区域内において、土地の試掘や土地の形質の変更又は建築
物の建築等に係る許可等を行う事務であり、指定都市、中核市及び特例市に移譲さ
れているほか、事務処理特例により移譲を受けている市もある事務である。既に特
別区は、都の建築主事の確認対象となる建物等に係るものを除き、事務処理特例に
基づき事務を実施しており、判断基準に照らして都が実施しなければならない特別
な事情はない。規模等に係わりなく、地域全体のまちづくりとの整合を図りつつ実
施できるよう、特別区が担う方向で検討すべきである。

○法に基づく事務移譲の指定を受けるためには、法令改正が必要であるが、事務処
理特例により移譲することも含めれば、既に一部実施していることから、法令上の
制約は受けないものと考えられる。

○特別区が担うことにより、窓口の一元化が図られ、区民・事業者に分かりやすく
明確になるとともに、効率的な事務処理が期待できる。

○建築確認事務との関係が深く、円滑に事務処理を行うために「②－１延床１万㎡
超の建築物にかかる建築確認等の事務」の見直しと連動すべきである。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。
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17 中区分 1 小区分 (1)

（都における事務処理の状況）

事

務

の

内

容

検討対象事務の内容

（特別区における事務処理の状況）

④
大区分

担当

市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の許可に関する事務事業名

都市整備局

（事務の概要）

予定区域として決定した未施行区域がないため、事務処理実績なし。

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（主な事務内容）

①土地の試掘等の許可に関する事務（法第26条及び第27条）【移管済】

　当該事務は、指定都市又は中核市が処理することができるとされている（地方自治法施行令第174条の38、第174条
の49の１７）。

・事務処理特例条例第2条の表７の項に基づき、都の建築主事の確認対象となる建築物等に係るものを除き、各特別区
が処理している。上記①の事務については、事務処理特例条例第2条の表７の項に基づき、既に各特別区が処理して
いる。

市街地開発事業等予定区域の区域内において、①土地の形質の変更又は建築物の建築等に係る許可、②国が行う
行為に係る当該国の機関との協議を行う。

・延べ面積が1万㎡を超える建築物等を対象に、当該事務を処理している。

　都市計画法に基づく市街地開発事業及び都市施設のうち一定のものについて、事業区域、施行予定者などを都市
計画に定めるもの。開発が必要な区域において、都市計画決定に至る間に事業の障害となる乱開発等を防止するた
め、建築行為の規制等を行う。予定区域の都市計画が決定されると、その後3年以内に市街地開発事業等の都市計画
決定が義務づけられる。

（市街地開発事業等予定区域）

・予定区域として定められた区域内において、国が土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設
を行おうとする場合、法第42条第2項を準用し、あらかじめ当該国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもっ
て許可があったものとみなされる。

③国が行う行為に係る当該国の機関との協議（法第52条の２第2項）

・予定区域として定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行
おうとする者に対する許可を行う。

②土地の形質の変更又は建築物の建築等に係る許可（法第52条の２第1項）
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 ○ ○ 都

１７ 土地試掘許可など都市計画に関する事務

④

都市計画法に基づき、都市計画
施設の区域又は市街地開発事業
の施行区域内における建築等の
規制を行う。

(1)都市計画施設等の区域内
における建築等の規制に関
する事務

考　　　　え　　　　方

○都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築等の規制
を行う事務であり、指定都市、中核市、特例市等に移譲されている事務であ
る。既に特別区は、都の建築主事の確認対象となる建物等に係るものを除き実
施しており、「②－１延床１万㎡超の建築物にかかる建築確認等の事務」の見
直しと合わせて、規模等に係わりなく、地域全体のまちづくりとの整合を図り
つつ実施できるよう、特別区が担う方向で検討すべきである。窓口の一元化が
図られ、区民・事業者に分かりやすく明確になるとともに、効率的な事務処理
が期待できる。

（建築等の許可など）
○都市計画施設等の区域内における建築物の建築等に係る許可などは、建築基
準法に基づく建築確認の際に併せて処理される。
○当該事務については、現在、都区間で役割分担がなされており、延べ面積が
１万㎡を超える建築物など都の建築主事の確認対象となる建築物等に係るもの
を除き、各特別区が処理している。
○現在、都に留保されている、延べ面積が１万㎡を超える建築物など都の建築
主事の確認対象となる建築物等に係る事務については、②－１の延べ面積が１
万㎡を超える建築物に係る建築確認等の事務と整合を図る必要がある。

　よって、②－１と同様、当該事務についても、都に残す方向で検討する。

（事業予定地内の土地の買取りなど）
○事業予定地として指定された土地の所有者からの土地の買取りの申出の受理
等の事務については、事業実施主体が直接執行することで、責任の所在が明確
化され、事務処理の効率化が図られることから、特別区が事業の施行者として
決定又は予定されているものについては、特別区に移譲するなど適切な役割分
担がなされている。

　よって、当該事務については、都に残す方向で検討する。

２ 都市計画施設等の区域内における建築等の規制に
関する事務
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17 中区分 2 小区分 (1)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

チェック

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

区

（建築等の許可など）
○都市計画施設等の区域内における建築物の建築等に係る許可などは、建築基準法
に基づく建築確認の際に併せて処理される。

○当該事務については、現在、都区間で役割分担がなされており、延べ面積が１万
㎡を超える建築物など都の建築主事の確認対象となる建築物等に係るものを除き、
各特別区が処理している。

○現在、都に留保されている、延べ面積が１万㎡を超える建築物など都の建築主事
の確認対象となる建築物等に係る事務については、②－１の延べ面積が１万㎡を超
える建築物に係る建築確認等の事務と整合を図る必要がある。

　よって、②－１と同様、当該事務についても、都に残す方向で検討する。

（事業予定地内の土地の買取りなど）
○事業予定地として指定された土地の所有者からの土地の買取りの申出の受理等の
事務については、事業実施主体が直接執行することで、責任の所在が明確化され、
事務処理の効率化が図られることから、特別区が事業の施行者として決定又は予定
されているものについては、特別区に移譲するなど適切な役割分担がなされてい
る。

　よって、当該事務については、都に残す方向で検討する。

理由

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

理由

チェック

理由

チェック

理由 特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都
市として総合的に整備・開発・保全することとされている。延べ面積が１万
㎡を超える建築物については、各種都市施設への負荷や周辺環境に与える影
響が著しく大きいため、都市の安全性や機能性の向上を図るためには、都が
一体的に処理する必要がある。

〇

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

理由

チェック

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

理由　大規模建築物については、各種都市施設への負荷や周辺環境に与える
影響が著しく大きいため、都が広域的な立場から検討・調整を図る必要があ
る。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由

都市整備局

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

〇

担当

都市計画施設等の区域内における建築等の規制に関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

事業名
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17 中区分 2 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

○都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築等の規制を行
う事務であり、指定都市、中核市及び特例市に移譲されているほか、事務処理特例
により移譲を受けている市もある事務である。既に特別区は、都の建築主事の確認
対象となる建物等に係るものを除き、事務処理特例に基づき事務を実施しており、
判断基準に照らして都が実施しなければならない特別な事情はない。規模等に係わ
りなく、地域全体のまちづくりとの整合を図りつつ実施できるよう、特別区が担う
方向で検討すべきである。

○法に基づく事務移譲の指定を受けるためには、法令改正が必要であるが、事務処
理特例により移譲することも含めれば、既に一部実施していることから、法令上の
制約は受けないものと考えられる。

○特別区が担うことにより、窓口の一元化が図られ、区民・事業者に分かりやすく
明確になるとともに、効率的な事務処理が期待できる。

○建築確認事務との関係が深く、円滑に事務処理を行うために「②－１延床１万㎡
超の建築物にかかる建築確認等の事務」の見直しと連動すべきである。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

都市計画施設等の区域内における建築等の規制に関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック
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17 中区分 2 小区分 (1)

（都における事務処理の状況）

事

務

　④　事業予定地内の土地の先買い等（法第57条）

の

内

容

１　都市計画施設等の区域内における建築等の規制

　①　建築物の建築の許可

２　施行予定者が定められている都市計画施設等の区域内における建築等の規制

　事務処理特例条例第２条の表７の項に基づき、以下の事務は、特別区が処理している。

　・施行予定者を定めた都市計画施設等がないため、事務処理実績なし。

　②～④　事業予定地の指定並びに事業予定地内の土地の買取り及び先買い等

　　・事業予定地として決定した区域がないため、事務処理実績なし。

　都市計画施設等の区域内において行う建築物の建築に係る許可を行う。なお、都市計画施設等の区域内に
おいて、国が建築物の建築を行う場合、法第42条第2項を準用し、あらかじめ当該国の機関との協議が成立す
ることをもって許可があったものとみなされる。

　・　１①及び２（都の建築主事の確認対象となる建築物等に係るものを除く。）

　事業予定地内の土地の先買いについて周知を図るための措置を行う。また、土地の有償譲渡に係る届出を
受理するとともに、土地を買い取るべき又は買い取らない旨の通知を行う。

　②　事業予定地の指定等（法第55条）

　都市計画施設の区域内の土地における事業予定地の指定を行う。また、法第56条第1項の規定による土地の
買取りの申出及び第57条第2項本文の規定による届出について、相手方の指定を行う。

　③　事業予定地内の土地の買取り（法第56条）

　法第55条第1項の本文の規定により建築物の建築が不許可とされたとき、当該土地を買い取るべき旨の申出
があった場合は、特段の事情がない限り土地の買取りを行う。

　・　１②

　・　１③及び④（特別区が事業の施行者として決定又は予定されているものに限る。）

検討対象事務の内容

（特別区における事務処理の状況）

　　　※平成18年度の実績　　申請件数26件（内、許可件数23件）

・都市計画法（以下「法」という。）に基づき、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域（以下「都市計画施
設等の区域」という。）内における建築等の規制を行う。

（事務の概要）

④
大区分

担当

都市計画施設等の区域内における建築等の規制に関する事務事業名

都市整備局

（その他）

（主な事務内容）

２　施行予定者が定められている都市計画施設等の区域内における建築等の規制

１　都市計画施設等の区域内における建築等の規制

　①　建築物の建築の許可等（法第53条）

    土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設の許可（法第57条の３）

　　　・延べ面積が1万㎡を超える建築物を対象に、当該事務を処理している。

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

　標記事務は、指定都市又は中核市が処理することができるとされている（地方自治法施行令第174条の38、第174条
の49の１７）。
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 ○ ○ 都

１７ 土地試掘許可など都市計画に関する事務

④

都市計画法に基づき、都市計画事業
施行区域内における、①土地の形質
の変更又は建築物の建築等に係る許
可②事業施行者に対する意見の聴取
③国が行う行為に係る当該国の機関
との協議を行う。

(1)都市計画事業の施行区域
内における建築等の許可に
関する事務

考　　　　え　　　　方

○都市計画事業施行区域内において、土地や建築物に関する行為の許可等を
行なう事務であり、指定都市、中核市、特例市等に移譲されている事務であ
る。既に特別区は、都の建築主事の確認対象となる建物等に係るものを除き
実施しており、「②－１延床１万㎡超の建築物にかかる建築確認等の事務」
の見直しと合わせて、規模等に係わりなく、地域全体のまちづくりとの整合
を図りつつ実施できるよう、特別区が担う方向で検討すべきである。窓口の
一元化が図られ、区民・事業者に分かりやすく明確になるとともに、効率的
な事務処理が期待できる。

○都市計画事業の施行区域の区域内における土地の形質の変更又は建築物の
建築等に係る許可などは、建築基準法に基づく建築確認の際に併せて処理さ
れる。

○当該事務については、現在、都区間で役割分担がなされており、延べ面積
が１万㎡を超える建築物など都の建築主事の確認対象となる建築物等に係る
ものを除き、各特別区が処理している。

○現在、都に留保されている、延べ面積が１万㎡を超える建築物など都の建
築主事の確認対象となる建築物等に係る事務については、②－１の延べ面積
が１万㎡を超える建築物に係る建築確認等の事務と整合を図る必要がある。

　よって、②－１と同様、当該事務についても、都に残す方向で検討する。

３ 都市計画事業の施行区域内における建築等の許可に関
する事務

52



17 中区分 3 小区分 (1)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

理由

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

チェック

理由

チェック

チェック

〇

理由

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

理由 特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都
市として総合的に整備・開発・保全することとされている。延べ面積が１万
㎡を超える建築物については、各種都市施設への負荷や周辺環境に与える影
響が著しく大きいため、都市の安全性や機能性の向上を図るためには、都が
一体的に処理する必要がある。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

区

○都市計画事業の施行区域の区域内における土地の形質の変更又は建築物の建築等
に係る許可などは、建築基準法に基づく建築確認の際に併せて処理される。

○当該事務については、現在、都区間で役割分担がなされており、延べ面積が１万
㎡を超える建築物など都の建築主事の確認対象となる建築物等に係るものを除き、
各特別区が処理している。

○現在、都に留保されている、延べ面積が１万㎡を超える建築物など都の建築主事
の確認対象となる建築物等に係る事務については、②－１の延べ面積が１万㎡を超
える建築物に係る建築確認等の事務と整合を図る必要がある。

　よって、②－１と同様、当該事務についても、都に残す方向で検討する。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

理由

チェック

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

チェック

チェック
理由　大規模建築物については、各種都市施設への負荷や周辺環境に与える
影響が著しく大きいため、都が広域的な立場から検討・調整を図る必要があ
る。

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

〇

担当

都市計画事業の施行区域内における建築等の許可に関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

事業名

都市整備局
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17 中区分 3 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

チェック

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

都市計画事業の施行区域内における建築等の許可に関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

○都市計画事業施行区域内において、土地の形質の変更又は建築物の建築等に係る
許可等を行なう事務であり、指定都市、中核市及び特例市に移譲されているほか、
事務処理特例により移譲を受けている市もある事務である。既に特別区は、都の建
築主事の確認対象となる建物等に係るものを除き、事務処理特例に基づき事務を実
施しており、判断基準に照らして都が実施しなければならない特別な事情はない。
規模等に係わりなく、地域全体のまちづくりとの整合を図りつつ実施できるよう、
特別区が担う方向で検討すべきである。

○法に基づく事務移譲の指定を受けるためには、法令改正が必要であるが、事務処
理特例により移譲することも含めれば、既に一部実施していることから、法令上の
制約は受けないものと考えられる。

○特別区が担うことにより、窓口の一元化が図られ、区民・事業者に分かりやすく
明確になるとともに、効率的な事務処理が期待できる。

○建築確認事務との関係が深く、円滑に事務処理を行うために「②－１延床１万㎡
超の建築物にかかる建築確認等の事務」の見直しと連動すべきである。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。
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17 中区分 3 小区分 (1)

（都における事務処理の状況）

事

務

の

内

容

（事務の概要）

・許可申請があった場合において、その許可を与えようとするとき、あらかじめ、事業施行者の意見を聴取する。

・都市計画事業施行区域内において、国が土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行お
うとする場合、法第42条第2項を準用し、あらかじめ当該国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって許可
があったたものとみなされる。

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（主な事務内容）

①土地の形質の変更若しくは建築物の建築等の許可（法第65条第1項）

・都市計画事業施行区域内において、土地の形質の変更若しくは建築物の建築等を行おうとする者に対する許可を行
う。

当該事務は、指定都市又は中核市が処理することができるとされている（地方自治法施行令第174条の38、第174条の
49の１７）。

・事務処理特例条例第2条の表７の項に基づき、都の建築主事の確認対象となる建築物等に係るものを除き、各特別区
が処理している。
※平成18年度の実績　　許可件数21件

③国が行う行為に係る当該国の機関との協議（法第65条第3項）

検討対象事務の内容

（特別区における事務処理の状況）

※平成18年度の実績　　申請件数１件（内、許可件数１件）

・都市計画法（以下「法」という。）に基づき、都市計画事業施行区域内における、①土地の形質の変更又は建築物の建
築等に係る許可、②事業施行者に対する意見の聴取、③国が行う行為に係る当該国の機関との協議を行う。

②事業施行者に対する意見の聴取（法第65条第2項）

・延べ面積が1万㎡を超える建築物等を対象に、当該事務を処理している。

都市整備局

④
大区分

担当

都市計画事業の施行区域内における建築等の許可に関する事務事業名
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 ○ ○ 都

１８ 組合施行者に対する監督など土地区画整理事業に関する事務

④

土地区画整理法に基づき、公共
施設の整備改善及び宅地の利用
増進を図るための土地区画整理
事業を、組合等が施行する場合
の事業認可などに関する事務。

(1)組合施行者に対する監督
など土地区画整理事業に関
する事務

考　　　　え　　　　方

○土地区画整理事業の認可等に関する事務であり、指定都市、中核市、特例市
等に移譲されている事務である。既に特別区は、５ha以上の土地区画整理事
業、都の建築主事の確認対象となる建物等に係るものを除き実施しており、
「②－１延床１万㎡超の建築物にかかる建築確認等の事務」の見直しと合わせ
て、規模等に係わりなく、地域全体のまちづくりとの整合を図りつつ実施でき
るよう、特別区が担う方向で検討すべきである。窓口の一元化が図られ、区
民・事業者に分かりやすく明確になるとともに、効率的な事務処理が期待でき
る。

（個人施行などの土地区画整理事業の認可など）
○現在、個人施行などの土地区画整理事業の認可などの事務については、施行
面積5ha未満を区が、5ha以上のものを都が行うという役割分担になっている。
○特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都市とし
て総合的に整備・開発・保全することとされている。施行面積が5haを超える
土地区画整理事業は、各種都市施設への負荷や周辺環境に与える影響が著しく
大きいため、都が一体的に処理する必要がある。

よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

（建築等の許可など）
○土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建
築物の建築に係る許可などは、建築基準法に基づく建築確認の際に併せて処理
される。
○当該事務については、現在、都区間で役割分担がなされており、延べ面積が
１万㎡を超える建築物など都の建築主事の確認対象となる建築物等に係るもの
を除き、各特別区が処理している。
○現在、都に留保されている延べ面積が１万㎡を超える建築物など都の建築主
事の確認対象となる建築物等に係る事務については、②－１の延べ面積が１万
㎡を超える建築物に係る建築確認等の事務と整合を図る必要がある。

　よって、②－１と同様、当該事務についても、都に残す方向で検討する。

１ 組合施行者に対する監督など土地区画整理事業に関
する事務
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18 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

〇

担当

組合施行者に対する監督など土地区画整理事業に関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

事業名

都市整備局

区

（個人施行などの土地区画整理事業の認可など）
○現在、個人施行などの土地区画整理事業の認可などの事務については、施行面積
5ha未満を区が、5ha以上のものを都が行うという役割分担になっている。

○特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都市として総
合的に整備・開発・保全することとされている。施行面積が5haを超える土地区画整
理事業は、各種都市施設への負荷や周辺環境に与える影響が著しく大きいため、都
が一体的に処理する必要がある。

よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

（建築等の許可など）
○土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物
の建築に係る許可などは、建築基準法に基づく建築確認の際に併せて処理される。

○当該事務については、現在、都区間で役割分担がなされており、延べ面積が１万
㎡を超える建築物など都の建築主事の確認対象となる建築物等に係るものを除き、
各特別区が処理している。

○現在、都に留保されている延べ面積が１万㎡を超える建築物など都の建築主事の
確認対象となる建築物等に係る事務については、②－１の延べ面積が１万㎡を超え
る建築物に係る建築確認等の事務と整合を図る必要がある。

　よって、②－１と同様、当該事務についても、都に残す方向で検討する。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

理由

チェック

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

チェック

チェック
理由　5ha以上の大規模な土地区画整理事業については、各種都市施設への
負荷や周辺環境に与える影響が著しく大きいため、建築等の許可などと併せ
て、都が広域的な立場から検討・調整を図る必要がある。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

チェック

理由

チェック

チェック

〇

理由

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

理由　特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都市とし
て総合的に整備・開発・保全することとされている。5ha以上の大規模な土地区画整
理事業は各種都市施設への負荷や周辺環境に与える影響が著しく大きいため、都市
の安全性や機能性の向上を図るためには、建築等の許可などと併せて、都が一体的
に処理する必要がある。

理由

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。
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18 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

○土地区画整理事業を組合等が施行する場合の事業認可等に関する事務であり、指
定都市、中核市及び特例市に移譲されているほか、事務処理特例により移譲を受け
ている市もある事務である。既に特別区は、５ha以上の土地区画整理事業、都の建
築主事の確認対象となる建物等に係るものを除き、事務処理特例に基づき事務を実
施しており、判断基準に照らして都が実施しなければならない特別な事情はない。
規模等に係わりなく、地域全体のまちづくりとの整合を図りつつ実施できるよう、
特別区が担う方向で検討すべきである。

○法に基づく事務移譲の指定を受けるためには、法令改正が必要であるが、事務処
理特例により移譲することも含めれば、既に一部実施していることから、法令上の
制約は受けないものと考えられる。

○特別区が担うことにより、窓口の一元化が図られ、区民・事業者に分かりやすく
明確になるとともに、効率的な事務処理が期待できる。

○建築確認事務との関係が深く、円滑に事務処理を行うために「②－１延床１万㎡
超の建築物にかかる建築確認等の事務」の見直しと連動すべきである。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

組合施行者に対する監督など土地区画整理事業に関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック
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18 中区分 1 小区分 (１)

（都における事務処理の状況）

事

務

の

内

容

都市整備局

検討対象事務の内容

（特別区における事務処理の状況）

④
大区分

担当

組合施行者に対する監督など土地区画整理事業に関する事務事業名

（事務の概要）

・土地区画整理法（以下「法」という。）に基づき、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るための土地区画整
理事業を、組合等が施行する場合の事業認可などに関する事務。

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（主な事務内容）

　標記の事務は、原則として都道府県知事の権限に属するものであるが、法第136条の３の規定により指定都市、中核
市及び特例市においては、当該市の長が行うこととされている。

１　個人施行（法第２章第１節）
　事業認可　／事業変更認可　／一人施行から共同施行になった場合の規約の認可　／施行者に変動が生じた場合
の届出の受理　／事業廃止又は終了の認可

２　組合施行（法第２章第２節）
　組合の設立認可　／事業認可　／事業計画の縦覧　／意見書の受理　／理事の届出の受理　／定款・事業計画の
変更認可
　／組合の解散認可　／決算報告の承認　／組合の合併に伴う設立認可

３　会社施行（法第２章第３節）
　事業認可　／規約・事業計画の縦覧　／意見書の受理　／規約・事業計画の変更認可　／会社の合併に伴う設立認
可　／事業の廃止又は終了の認可
　
４　１～３に共通（法第３章～第６章）
①　土地の区画形質変更・建築物工作物の新築に係る許可　／施行者の意見聴取　／条件の付加　／原状回復命令
②　換地計画の認可　／換地計画変更認可　／換地処分の届出の受理　／施行者の監督　／農業会議及び土地改
良区からの意見聴取

　上記１～３（施行面積５ヘクタール未満の事業に関するものに限る。）及びこれに係る４②の事務並びに４①（都の建築
主事の確認対象となる建築物等に係るもの及び都施行の事業に係るもの等を除く。）の事務について、既に区に事務
処理を移管している。

平成２０年１月時点で、都の認可による事業は、２７地区、９９６ヘクタールである。
（区の認可による事業は、８地区、１９ヘクタールである。）
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 ○ ○
都
・
区

２３ 住宅改良区域内の建築行為の許可などに関する事務

④

住宅地区改良法に基づき、住宅地区
改良事業区域内における建築行為の
許可などに関する事務を行う。

(1)住宅改良区域内の建築行
為の許可などに関する事務

考　　　　え　　　　方

○市区町村が施行する住宅地区改良事業の区域内における建築行為の許可等
を行う事務であり、指定都市、中核市、特例市等に移譲されている事務であ
る。住宅地区改良事業と併せて事務処理できるよう、特別区が担う方向で検
討すべきである。地域の実情に応じた対応が期待できる。

○改良地区における建築行為等の許可などは、建築基準法に基づく建築確認
の際に併せて処理される。

○現在、特別区は、延べ面積が１万㎡を超える建築物など都の建築主事の確
認対象となる建築物等に係るものを除き、建築確認の事務を行っている。

○このため、改良地区における建築行為等の許可などについても、都の建築
主事の確認対象となる建築物等に係るもの以外については、特別区に移管す
ることは可能である。

○ただし、延べ面積が１万㎡を超える建築物など都の建築主事の確認対象と
なる建築物等に係るものについては、②－１の延べ面積が１万㎡を超える建
築物に係る建築確認等の事務と整合を図る必要があるため、都に残す方向で
検討する。

１ 住宅改良区域内の建築行為の許可などに関する事務
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23 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

チェック

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

区

○改良地区における建築行為等の許可などは、建築基準法に基づく建築確認の際に
併せて処理される。

○現在、特別区は、延べ面積が１万㎡を超える建築物など都の建築主事の確認対象
となる建築物等に係るものを除き、建築確認の事務を行っている。

○このため、改良地区における建築行為等の許可などについても、都の建築主事の
確認対象となる建築物等に係るもの以外については、特別区に移管することは可能
である。

○ただし、延べ面積が１万㎡を超える建築物など都の建築主事の確認対象となる建
築物等に係るものについては、②－１の延べ面積が１万㎡を超える建築物に係る建
築確認等の事務と整合を図る必要があるため、都に残す方向で検討する。

理由

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

理由

チェック

理由

チェック

理由 特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都
市として総合的に整備・開発・保全することとされている。延べ面積が１万
㎡を超える建築物については各種都市施設への負荷や周辺環境に与える影響
が著しく大きいため、都市の安全性や機能性の向上を図るためには、都が一
体的に処理する必要がある。

〇

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

理由

チェック

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

理由　大規模建築物については、各種都市施設への負荷や周辺環境に与える
影響が著しく大きいため、都が広域的な立場から検討・調整を図る必要があ
る。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由

都市整備局

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

〇

担当

住宅改良区域内の建築行為の許可などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

事業名
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23 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

○住宅地区改良事業の区域内における建築行為の許可等を行う事務であり、指定都
市、中核市及び特例市に移譲されているほか、事務処理特例により移譲を受けてい
る市もある事務である。住宅地区改良事業と併せて事務処理できるよう、特別区が
担う方向で検討すべきである。

○法に基づく事務移譲の指定を受けるためには、法令改正が必要であるが、事務処
理特例により移譲することも含めれば、法令上の制約は受けないものと考えられ
る。

○特別区が担うことにより、区施行の住宅地区改良事業における区域内の建築行為
などに対し許可等を行なうことができ、住宅地区改良事業自体の事務と窓口が一本
化されるため、地域の実情に応じた対応が図れることが期待できる。

○地方分権改革推進委員会第１次勧告において、都道府県から市への権限移譲を行
うべき事務として整理されている。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

住宅改良区域内の建築行為の許可などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック
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23 中区分 1 小区分 (1)

（都における事務処理の状況）

事

務

の

内

容

　標記の事務は、原則として都道府県知事の権限に属する事務であるが、法第36条の3の規定により指定都市、中核市
及び特例市においては、当該市の長が行うこととされている。

検討対象事務の内容

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（主な事務内容）

　標記の事務に関して、事務処理特例条例等に基づく都区の事務配分は行っていない。

　住宅地区改良事業の施行主体は、原則として市町村である。（法第３条）

　改良法の原則に従って、区市が施行者となった住宅地区改良事業は、以下の3地区のみである。
　・昭和51～53年度　吉祥寺北町五丁目（武蔵野市施行）48戸
　・昭和52～54年度　大井二丁目（品川区施行）30戸
　・平成14～21年度　大谷口上町地区（板橋区施行）58戸

　都は、区市が施行者となって行ったこれらの改良事業において、建築行為の許可（法第9条）、障害物の伐採、土地
試掘の許可（第21条）を行った実績はない。

　なお、住宅地区改良事業は、市町村が事業を施行することが困難な場合、その他特別な事情がある場合は、都道府
県が改良事業を施行することができるとされている。（法第３条第２項）

　このため、昭和35年に住宅地区改良法が制定されて以来、昭和61年度までに都が施行者となって改良事業を125地
区で事業化し、約14,800戸の改良住宅の建設、13.2haの都市公園の整備、余剰地に公営住宅約14,000戸の建設を
行った。
　これは、都内各地区に住環境を早急に改善する必要がある地区が存在していたにもかかわらず、当時の区市に改良
住宅を建設するための財政力や、建物完成後は公営住宅と同様に維持管理していくノウハウが不足していたため、政
策的な判断も含めて、都が自ら施行者となって劣悪な地区の住環境整備を行ってきたためである。
　
　都は、昭和61年度を最後に、新たな改良住宅の建設は行っておらず、既に建設した改良住宅の老朽化による建替
えに際しても、通常の公営住宅法による更新住宅として建替えを行う方針である。
　したがって、今後、本法に基づく事務は発生しないものと見込まれる。

・改良地区における建築行為等の許可（都道府県が施行する住宅地区改良事業に係る事務を除く。以下同じ。）（法第
9条）
・土地の試掘等の許可（法第21条）

（改良地区）
・不良住宅（省令で定める構造又は設備の不良度が一定以上の住宅）が密集して、保安、衛生等に関し危険又は有害
な状況にある一団地で国土交通大臣が指定した地区

（事業の流れ）
・改良地区の指定（国土交通大臣）
　　↓
・事業計画の指定（告示→建築制限）
　　↓
・事業実施（不良住宅の買収・除却、公共施設等の整備、改良住宅（従前居住者向け低家賃住宅）の建設）
　　↓
・管理（改良住宅の管理）

（事務の概要）

　住宅地区改良法（以下「法」という。）に基づき、住宅地区改良事業区域内における建築行為の許可などに関する事
務を行う。

（特別区における事務処理の状況）

④
大区分

担当局

住宅改良区域内の建築行為の許可などに関する事項事業名

都市整備局
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 ○ ○
都
・
区

２６ 再開発事業計画認定などに関する事務

④

都市再開発法に基づき、土地の合
理的かつ健全な高度利用と都市機
能の更新が必要な区域において、
民間事業者等の活力の一層の活用
を図り、市街地の再開発を促進す
ることを目的とした、再開発事業
計画の認定などに関する事務を行
う。

(1)再開発事業計画認定など
に関する事務

考　　　　え　　　　方

○民間の再開発事業を優良なものに誘導する事務であり、指定都市、中核市、
特例市等に移譲されている事務である。既に一部を区が実施しており、「②－
１延床１万㎡超の建築物にかかる建築確認等の事務」の見直しと合わせて、規
模等に係わりなく、地域全体のまちづくりとの整合を図りつつ実施できるよ
う、特別区が担う方向で検討すべきである。地域の実情に応じた対応が期待で
きる。

（再開発事業計画認定など）
○特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都市とし
て総合的に整備・開発・保全することとされている。一定規模を超える建築物
等については、各種都市施設への負荷や周辺環境に与える影響が著しく大きい
ため、都市の安全性や機能性の向上を図るためには、都が一体的に処理する必
要がある。
○ただし、周辺環境に与える影響が小さいと認められる再開発事業計画の認定
については、区へ移管することを含め、役割分担を整理していく必要がある。

（建築等の許可など）
○市街地再開発促進区域内における建築行為等の許可などは、建築基準法に基
づく建築確認の際に併せて処理される。
○当該事務については、現在、都区間で役割分担がなされており、延べ面積が
１万㎡を超える建築物など都の建築主事の確認対象となる建築物等に係るもの
を除き、各特別区が処理している。
○現在、都に留保されている延べ面積が１万㎡を超える建築物など都の建築主
事の確認対象となる建築物等に係る事務については、②－１の延べ面積が１万
㎡を超える建築物に係る建築確認等の事務と整合を図る必要がある。

よって、②－１と同様、当該事務についても、都に留保する方向で検討す
る。

１ 再開発事業計画認定などに関する事務
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26 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

〇

担当

再開発事業計画認定などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

事業名

都市整備局

区

（再開発事業計画認定など）
○特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都市として総
合的に整備・開発・保全することとされている。一定規模を超える建築物等につい
ては、各種都市施設への負荷や周辺環境に与える影響が著しく大きいため、都市の
安全性や機能性の向上を図るためには、都が一体的に処理する必要がある。
○ただし、周辺環境に与える影響が小さいと認められる再開発事業計画の認定につ
いては、区へ移管することを含め、役割分担を整理していく必要がある。

（建築等の許可など）
○市街地再開発促進区域内における建築行為等の許可などは、建築基準法に基づく
建築確認の際に併せて処理される。

○当該事務については、現在、都区間で役割分担がなされており、延べ面積が１万
㎡を超える建築物など都の建築主事の確認対象となる建築物等に係るものを除き、
各特別区が処理している。

○現在、都に留保されている延べ面積が１万㎡を超える建築物など都の建築主事の
確認対象となる建築物等に係る事務については、②－１の延べ面積が１万㎡を超え
る建築物に係る建築確認等の事務と整合を図る必要がある。

　よって、②－１と同様、当該事務についても、都に留保する方向で検討する。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

理由

チェック

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

チェック

チェック
理由　大規模建築物については、各種都市施設への負荷や周辺環境に与える
影響が著しく大きいため、都が広域的な立場から検討・調整を図る必要があ
る。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

チェック

理由

チェック

チェック

〇

理由

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

理由 特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都
市として総合的に整備・開発・保全することとされている。一定規模を超え
る建築物等については各種都市施設への負荷や周辺環境に与える影響が著し
く大きいため、都市の安全性や機能性の向上を図るためには、都が一体的に
処理する必要がある。

理由

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。
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26 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

○民間の再開発事業を優良なものに誘導する事務であり、指定都市、中核市、特例
市に移譲されているほか、事務処理特例により移譲を受けている市もある事務であ
る。既に都の建築主事の確認対象となる建物や都施行の事業に係るものを除き、事
務処理特例により区が実施していることもあり、判断基準に照らして、都が実施し
なければならない特別な事情はない。規模等に係わりなく、地域全体のまちづくり
との整合を図りつつ実施できるよう、特別区が担う方向で検討すべきである。

○法に基づく事務移譲の指定を受けるためには、法令改正が必要であるが、事務処
理特例により移譲することも含めれば、既に一部実施していることから、法令上の
制約は受けないものと考えられる。

○「②－１延床１万㎡超の建築物にかかる建築確認等の事務」の見直しと同様、床
面積等に関係なく全て区が実施することにより、窓口が一元化され、地域の実情に
応じた効率的な対応が期待できる。

○地方分権改革推進委員会第１次勧告において、都道府県から市への権限移譲を行
うべき事務として整理されている。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

再開発事業計画認定などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック
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26 中区分 1 小区分 (1)

（都における事務処理の状況）

１　市街地再開発促進区域

事 　①建築物の建築の許可、違反行為に対する措置（法第7条の4～第7条の5）

　②土地の買取りの申出の相手方としての指定及び公告等（法第7条の6第1項、第2項、第5項）

　③土地の買取り、買い取った土地の処分等（法第7条の6第3項、法第7条の7）

２　第一種市街地再開発事業

　①測量又は調査のための土地の立入りの許可、土地の試掘の許可（法第60条、第61条）

務 　②建築行為等の許可等（法第66条第1項～第6項）

　③土地の形質変更等の承認、土地の引渡し等に係る代執行等（法第66条第7項～第9項、法第98条）

３　再開発事業計画の認定 認定再開発事業の手続きの流れ

　①再開発事業の計画の認定（法第129条の2～第129条の4）、変更の認定（法第129条の5）

　②報告の徴収、地位の承継の承認、改善命令、認定の取消し（法第129条の6～第129条の9） ◎計画認定基準（法第129条の3）

の

内

容

検討対象事務の内容

（特別区における事務処理の状況）

（事務の概要）

　都市再開発法（以下「法」という。）に基づき、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新が必要な区域に
おいて、民間事業者等の活力の一層の活用を図り、市街地の再開発を促進することを目的とした、再開発事業計画の
認定などに関する事務を行う。

(2)建築物等の整備計画
　　再開発促進地区の整備又は開発の計画概要に
　　即したもので、次の条件に該当
　・地階を除く階数が3以上の耐火建築物
　・建築面積が200㎡以上
　・容積率が指定容積率の1/3以上　等

④
大区分

再開発事業計画認定などに関する事務事業名

（主な事務内容）

（認定再開発事業）
　平成10年の都市再開発法の改正により創設された事業制度である。
　事業制度といっても、権利調整手続が法定されているようなものではなく、再開発事業計画の認定制度ともいう。認定
を受けた事業に関して、地権者等に税制特例のインセンティブを付与することにより、民間により任意で行われる再開
発事業を優良なものに誘導しようとする制度である。
　認定再開発事業は、都市再開発法129条の２で定義される「再開発事業」（市街地再開発事業を除く。）すなわち、
「建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業であって、市街地の
土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するもの（市街地再開発事業を除く。）」でなければならな
い。
　したがって、市街地再開発事業や公共施設整備が伴わない事業は除かれるが、「建築敷地の整備並びに公共施設
の整備に関する事業」を土地区画整理事業で行う再開発プロジェクトは該当すると考えられる。
　認定実績としては、平成11年度、12年度、13年度各１件である。

(1)事業区域
　　再開発促進地区※内において、次の条件に該当
　　・耐火建築物等が1/2以下
　　・土地の利用状況が著しく不健全

（その他）

　標記の事務は、原則として都道府県知事の権限に属する事務であるが、法第137条の規定により指定都市、中核市
及び特例市においては、当該市の長が行うこととされている。

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

※都市再開発方針において、特に一体的かつ総合的に市街地
の再開発を促進すべき相当規模の地区として位置付けられた地
区

(3)事業計画
　・当該区域の都市計画に適合していること
　・都市機能の更新に貢献するものであること

(4)事業期間
　事業を確実に遂行するため適切なものであること
(5)事業者
　事業遂行に必要な経済的基礎及その他の能力が
　十分であること

担当

以下の事務については、事務処理特例条例第2条の表10の項に基づき、各特別区が処理している。
・上記１の①（都の建築主事の確認対象となる建築物に係るものを除く。）及び②
・上記２の①及び③（都施行の事業に係るものを除く。）
・上記２の②（都施行の事業施行地区内に係るもの及び都の建築主事の確認対象となる建築物に係るものを除く。）

都市整備局

都市再開発方針の策定・変更によ
る再開発促進地区の指定

関係権利者の同意

公共施設管理者の同意

公共施設の将来管理者との協議

再開発事業計画の認定申請

再開発事業計画の知事認定

認定再開発事業の実施

都市再開発方針の策定・変更によ
る再開発促進地区の指定

関係権利者の同意

公共施設管理者の同意

公共施設の将来管理者との協議

再開発事業計画の認定申請

再開発事業計画の知事認定

認定再開発事業の実施
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 ○ 都

２７ 都市計画施設区域内の土地有償譲渡の届出受理などに関する事務

④

公有地の拡大の推進に関する法律に
基づき、都市の健全な発展と秩序あ
る整備を促進するため必要な土地の
先買いに関しての届出、申出の受
理、買取協議の通知、買い取らない
旨の通知等の事務を行う。

(1)都市計画施設区域内の土
地有償譲渡の届出受理など
に関する事務

考　　　　え　　　　方

○都市計画施設等の区域内における土地の公共団体による買い取り等に関す
る事務であり、指定都市及び中核市等に移譲されている事務である。地域全
体の都市計画との整合を図りつつ処理できるよう、特別区が担う方向で検討
すべきである。地域の実情に応じた対応が期待できる。

○特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都市と
して総合的に整備・開発・保全することとされている。

○届出や申出に基づく土地の買取協議等については、都が、都市計画区域で
ある区部全体の土地利用状況や都市計画事業の事業実施状況を勘案して広域
的見地から総合的に判断することが必要である。

　よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

１ 都市計画施設区域内の土地有償譲渡の届出受理などに
関する事務
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27 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

チェック

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

区

○特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都市として総
合的に整備・開発・保全することとされている。

○届出や申出に基づく土地の買取協議等については、都が、都市計画区域である区
部全体の土地利用状況や都市計画事業の事業実施状況を勘案して広域的見地から総
合的に判断することが必要である。

　よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

理由

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

理由

チェック

理由

チェック

理由

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

理由

チェック

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

理由　届出や申出に基づく土地の買取協議等については、都が、都市計画区
域である区部全体の土地利用状況や都市計画事業の事業実施状況を勘案し
て、広域的見地から総合的に判断することが必要である。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由

都市整備局

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

○

担当

都市計画施設区域内の土地有償譲渡の届出受理などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

事業名
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27 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

○都市計画施設等の区域内における土地の公共団体による買い取り等に関する事務
であり、指定都市及び中核市等に移譲されている事務ほか、事務処理特例により移
譲を受けている市もある事務である。判断基準に照らして、都が実施しなければな
らない特別な事情はなく、地域全体の都市計画との整合を図りつつ処理できるよ
う、特別区が担う方向で検討すべきである。

○法に基づく事務移譲の指定を受けるためには、法令改正が必要であるが、事務処
理特例により移譲することも含めれば、法令上の制約は受けないものと考えられ
る。

○現在、土地を譲渡しようとする場合の届出の受理、地方公共団体に対する土地の
買取希望の申出の受理については、特別区を経由して行っており、区が実施するこ
とで事務の迅速化を図ることが期待できる。

○地方分権改革推進委員会第１次勧告において、都道府県から市への権限移譲を行
うべき事務として整理されている。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

都市計画施設区域内の土地有償譲渡の届出受理などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック
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27 中区分 1 小区分（１）

（都における事務処理の状況）

　・平成19年度の実績

届出件数 申出件数 協議件数 買取件数

495件 158件 95件 61件

※　協議件数及び買取件数は、都、区及び土地開発公社の件数である。

事

※都、区市町村、土地開発公社、東京都住宅供給公社、（独）都市再生機構等

務

の

内

容

①と②の届出等については区を経由して行っている。

（事務の概要）

　公有地の拡大の推進に関する法律（以下「法」という。）に基づき、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため
必要な土地の先買いに関しての届出、申出の受理、買取協議の通知、買い取らない旨の通知等の事務を行う。

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（主な事務内容）

①土地を譲渡しようとする場合の届出の受理（法第４条）

②地方公共団体等に対する土地の買取希望の申出の受理（法第５条）

・政令都市等の長による事務の処理
　標記の事務は、都道府県知事の権限に属するものであるが、指定都市及び中核市においては、当該市の長が行うこ
ととされている（法第29条）。

③土地の買取りの協議を行う旨の通知（法第６条第１項）

④土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知（法第６条第３項）

・標記の事務に関して、事務処理特例条例等に基づく都区の事務分担は行っていない。

検討対象事務の内容

（特別区における事務処理の状況）

（届出対象）
・都市計画施設の区域内に所在する土地、都市計画区域内に所在する道路区域内の土地又は生産緑地地区の区域内に所在する
土地等で、200㎡以上の土地
・上記のほか、市街化区域及び大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法による重点地域の
区域で5,000㎡以上、それ以外の都市計画区域（市街化調整区域を除く。）で10,000㎡以上の土地

(申出対象）
　都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地で、市街化区域については100㎡以上、又は市街化区域以外
については200㎡以上の土地。防災再開発促進地区にあっては、50㎡以上の土地

都市整備局

④
大区分

担当

都市計画施設区域内の土地有償譲渡の届出受理などに関する事務事業名
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 ○ ○ 都

２８ 保全区域内の建物建築届出受理などに関する事務

④

都市緑地法に基づき指定された特別
緑地保全地区における建築物建築、
土地の形質変更等の行為の許可事
務、土地所有者から土地の買い入れ
申し出があった際の土地の買い入れ
等を行う。

(1)保全区域内の建物建築届
出受理などに関する事務

考　　　　え　　　　方

○特別緑地保全地区内の建築規制等に関する事務であり、指定都市及び中核
市等に移譲されている事務である。既に特別区は、10ha以上の特別緑地保全
地区、都の建築主事の確認対象となる建物等に係るものを除き実施してお
り、「④－59都市計画区域内の開発行為許可などに関する事務」、「②－１
延床１万㎡超の建築物にかかる建築確認等の事務②－１」の見直しと合わせ
て、規模等に係わりなく実施できるよう、特別区が担う方向で検討すべきで
ある。地域の実情に応じたきめ細やかな対応が期待できる。

○当該事務は都市緑地法に基づく事務であるが、一方、都市計画法に基づく
面積10ｈａ以上の特別緑地保全地区の指定事務は「④－59－1－(1)」の項目
で、都に残す方向で検討すべきとした。

○現行の事務配分は、面積10ｈａ未満の当該事務を事務処理特例条例により
区へ移管しており、都市計画法施行令第9条の緑地保全地区指定権限と整合
している。

○都市緑地法は許可権限等を都市計画法施行令の指定権限を連動させていな
いが、不許可の場合には、損失補償や土地所有者からの土地の買入れ申し出
等に対応しなければならないなど、指定権限と許可権限等を整合させる必要
がある。

　よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

１ 保全区域内の建物建築届出受理などに関する事務
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28 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

○当該事務は都市緑地法に基づく事務であるが、一方、都市計画法に基づく面積10
ｈａ以上の特別緑地保全地区の指定事務は「④－59－1－(1)」の項目で、都に残す
方向で検討すべきとした。

○現行の事務配分は、面積10ｈａ未満の当該事務を事務処理特例条例により区へ移
管しており、都市計画法施行令第9条の緑地保全地区指定権限と整合している。

○都市緑地法は許可権限等を都市計画法施行令の指定権限を連動させていないが、
不許可の場合には、損失補償や土地所有者からの土地の買入れ申し出等に対応しな
ければならないなど、指定権限と許可権限等を整合させる必要がある。

　よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

総合評価

チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

理由

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

理由

理由

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

都 保
チェック

理由 区

理由

チェック

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

理由　標記事務には、法第１４条第１項の許可を受けることができなかった
当該土地所有者に対する損失補償制度や、土地の買入れ、買入れた土地の管
理等がある。そのため、指定が都で、許可権限は区になると、事業効果及び
事業効率に著しい支障が生じると考えられる。

チェック

チェック

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

○

チェック

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

○

担当課

保全区域内の建物建築届出受理などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

事業名

理由　都市計画法施行令第９条において、広域の見地から都道府県が指定す
べき地域地区として、１０ｈａ以上の特別緑地保全地区が定められている。
それにより、当該事務についても都が行っており、法の趣旨から、都が広域
的な立場で処理することが妥当である。

建設局
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28 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

チェック

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔区〕
大区分

担当局 建設局

保全区域内の建物建築届出受理などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

○特別緑地保全地区内の建築規制等に関する事務であり、指定都市及び中核市に移
譲されているほか、事務処理特例により移譲を受けている市もある事務である。既
に特別区は、10ha以上の特別緑地保全地区、都の建築主事の確認対象となる建物等
に係るものを除き、事務処理特例に基づき事務を実施しており、判断基準に照らし
て都が実施しなければならない特別な事情はない。規模等に係わりなく実施できる
よう、特別区が担う方向で検討すべきである。

○法に基づく事務移譲の指定を受けるためには、法令改正が必要であるが、事務処
理特例により移譲することも含めれば、既に一部実施していることから、法令上の
制約は受けないものと考えられる。

○特別区が担うことにより、窓口の一元化が図られ、区民・事業者に分かりやすく
明確になるとともに、効率的な事務処理が期待できる。

○建築確認事務との関係が深く、円滑に事務処理を行うために「②－１延床１万㎡
超の建築物にかかる建築確認等の事務」の見直しと連動すべきである。

○都が都市計画決定を行う10haを超える大規模な特別緑地保全地区については、
「④－59都市計画区域内の開発行為許可などに関する事務」の見直しと合わせて、
取扱いを整理する必要がある。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。
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28 中区分 1 小区分 (1)

（都における事務処理の状況）

・都において事務を行っている特別緑地保全地区

　 代々木特別緑地保全地区（渋谷区代々木神園町、代々木一丁目各地内）　６９．９ｈａ

・過去５年間における事務の実績

・特別緑地保全地区内における行為の許可、助言、勧告等（法第１４条） 　 特別緑地保全地区内における建築物の増改築許可　２件

事 ・原状回復等に係る命令並びに代執行及び公告（法第１５条）

・損失の補償並びに当該損失補償に係る協議（法第１６条）

・土地の買い入れ及び買い入れの相手先の指定（法第１７条）

・買い入れた土地の管理（法第１８条）

・報告の徴取及び立入検査等（法第１９条）

務

の

（参考）区部の特別緑地保全地区

内 指定年月日 面積(ha)

S51.7.13 6.5

S51.12.24 2.9

S53.3.8 2.0

H17.12.2 2.1

容 H18.11.10 0.3

（事務の概要）

都市緑地法（以下「法」という。）に基づき指定された特別緑地保全地区のうち、その面積が１０ヘクタール以上のものに
ついて、地区内における建築物建築、土地の形質変更等の行為の許可事務、土地所有者から土地の買い入れ申し出
があった際の土地の買い入れ等を行う。

早宮けやき特別緑地保全地区（練馬区早宮３丁目地内）

名　　　称　（区　域）

上野特別緑地保全地区（台東区上野桜木１丁目地内）

和田堀特別緑地保全地区（杉並区大宮２丁目地内）（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（主な事務内容）

・標記の事務については、都の建築主事の確認対象となる建築物等の新築物等の新築、増築又は改築に係るもの及
び10ヘクタール以上の特別緑地保全地区に係るものを除き、事務処理特例条例第２条の76の項に基づき、各特別区
が実施している。

・都市計画法施行令第９条第３項において、広域の見地から都道府県が決定すべき地域地区として、１０ｈａ以上の特
別緑地保全地区が定められている。それにより、１０ｈａ以上の特別緑地保全地区における事務を都が行っているもので
あり、事務を移管するためには、法令改正が必要である。
・区部において緑地保全地域は指定されていないため事務は発生しない。
・都市緑地法32条により、指定都市、中核市に事務が移管されている。

（特別区における事務処理の状況）

成城みつ池特別緑地保全地区（世田谷区成城４丁目地内）

大森ふるさとの浜辺特別緑地保全地区（大田区ふるさとの浜辺公園地先）

④
大区分

担当課

保全区域内の建物建築届出受理などに関する事務事業名

検討対象事務の内容

建設局
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 △ 区

都 ○ ○ 都

２９ 土地の権利移転届出受理などに関する事務

④

国土利用計画法に基づき、土地の有
効利用による適正な土地利用の推進
を実現するため、土地取引の活性化
及び円滑化を図り、合理的な土地取
引規制事務を行う。

(1)土地の権利移転届出受理
などに関する事務

考　　　　え　　　　方

○一定規模以上の土地取引の規制に関する事務であり、指定都市等に移譲さ
れている事務である。地域全体のまちづくりとの整合を図りつつ実施できる
よう、特別区が担う方向で検討すべきである。地域の実情に応じた対応が期
待できる。

○標記事務は、一定規模以上の土地取引に関するものであり、土地利用目的
の審査、勧告に当たっては、都が策定する土地利用基本計画との適合性や周
辺地域への影響などを、広域的な立場から判断する必要がある。

○監視区域等の指定による土地取引規制等については、区部全体の地価動向
を勘案して総合的に判断し、一体的に対応することが必要である。

　よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

１ 土地の権利移転届出受理などに関する事務
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29 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

都市整備局

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

○

担当

土地の権利移転届出受理などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

事業名

理由　土地利用目的の審査、勧告に当たっては、都が策定する土地利用基本
計画との適合性や周辺地域への影響などを、広域的な立場から判断する必要
がある。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由

チェック

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

チェック

理由　地価対策のための土地取引規制等については、一部地域だけの問題で
はなく、都市の機能性の向上を図るためには、都全体の調整を一体的に行う
必要がある。○

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

理由

チェック

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

区

○標記事務は、一定規模以上の土地取引に関するものであり、土地利用目的の審
査、勧告に当たっては、都が策定する土地利用基本計画との適合性や周辺地域への
影響などを、広域的な立場から判断する必要がある。

○監視区域等の指定による土地取引規制等については、区部全体の地価動向を勘案
して総合的に判断し、一体的に対応することが必要である。

　よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

理由

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

理由

チェック

理由
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29 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

○一定規模以上の土地取引の規制に関する事務であり、指定都市に移譲されている
ほか、事務処理特例により移譲を受けている市もある事務である。判断基準に照ら
して、都が実施しなければならない特別な事情はなく、地域全体のまちづくりとの
整合を図りつつ実施できるよう、特別区が担う方向で検討すべきである。

○法に基づく事務移譲の指定を受けるためには、法令改正が必要であるが、事務処
理特例により移譲することも含めれば、既に一部実施していることから、基本的に
法令上の制約を受けないものと考えられる。ただし、法第39条の「土地利用審査会
の設置」、第42条「土地調査員の設置」、第43条「官公署に対する閲覧等の要請」
については、事務処理特例による事務移譲に馴染まず、法令改正が必要であると考
えられる。

○既に、遊休土地の認定のための土地の実態調査については、事務処理特例によ
り、また、土地の権利移転届出受理に関する事務についても、区を経由して事務を
行っており、区が一体的に事務処理をすることで、地域に応じたきめ細やかな対応
が期待できる。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

△

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

法第39条の「土地利用審査会の設置」、第42条「土地調査員の設置」、第43
条「官公署に対する閲覧等の要請」については、事務処理特例による事務移
譲に馴染まず、法令改正が必要であると考えられる。

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

土地の権利移転届出受理などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック
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29 中区分 1 小区分（１）

（都における事務処理の状況）

・平成19年の実績

事後届出件数 事前届出件数 期限後件数 届出総件数

623件 7件 164件 794件

 

・なお、区部には、注視区域及び監視区域に指定された地区はないため、➁及び③の事務は発生しない。

事

務

の

内

容

（その他）

②注視区域の指定、権利の移転等の届出の受理、内容審査、勧告等（法第27条の3～第27条の5）

また、④についても、地価の下落が進んだ平成12年頃から、全国的に本制度が活用されなくなり、国からの通知によ
り、平成１６年度から、事務を休止している。

③監視区域の指定、権利の移転等の届出の受理、内容審査、勧告等（法第27条の6～第27条の10）

⑤上記①～④に関する立入検査等（法第41条）

検討対象事務の内容 ④
大区分

担当

土地の権利移転届出受理などに関する事務事業名

都市整備局

（特別区における事務処理の状況）

（事後届出対象）
・市街化区域（23区）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,000㎡以上
・市街化調整区域及び都市計画未線引区域（13区）　 5,000㎡以上
・都市計画区域外　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000㎡以上
（注視区域）
　地価が一定期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがあるものとして国
土交通大臣が定める基準に該当し、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区
域として、知事が期間を定めて指定する区域。一定面積の土地（事後届出対象と同じ）の売買について事前に届出。現在、指定さ
れた区域はない。
（監視区域）
　地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると
認められる区域として、知事が期間を定めて指定する区域。500㎡以上の土地の売買について事前に届出。都では、現在、小笠原
村の都市計画区域（父島・母島の本島）が平成22年1月4日まで指定されている。

・上記④のうち、遊休土地の認定のための土地の実態調査（法第28条第1項）については、事務処理特例条例第2条の
表6の項に基づき各特別区が処理している。

（事務の概要）

④遊休土地である旨の通知、当該土地の利用計画の届出の受理、助言、勧告等の事務（法第28条～第32条、第35条）

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（主な事務内容）

　国土利用計画法（以下「法」という。）に基づき、土地の有効利用による適正な土地利用の推進を実現するため、土地
取引の活性化及び円滑化を図り、合理的な土地取引規制事務を行う。

①事後届出：土地に関する権利の移転等の届出の受理（法第23条）

　事後届出の利用目的審査、助言、勧告及び公表等（法第24条～第27条の2）

　①～④の届出については区を経由して行っている。
　標記の事務は、都道府県知事の権限に属するものであるが、指定都市においては、当該指定都市の長が行うこととさ
れている（法第44条）。
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 ○ ○ 都

大都市地域における住宅及び住宅地
の供給の促進に関する特別措置法に
基づく、住宅街区整備事業の認可、
住宅街区整備事業の施行地区内にお
ける施行の障害となる建築行為等の
許可などに関する事務

(1)住宅街区整備事業施行地
区内における建築行為等の
制限などに関する事務

考　　　　え　　　　方

○住宅街区整備事業に関する認可や建築規制等の事務であり、指定都市、中
核市、特例市等に移譲されている事務である。既に一部を区が実施してお
り、「②－１延床１万㎡超の建築物にかかる建築確認等の事務」の見直しと
合わせて、規模等に係わりなく、地域全体のまちづくりとの整合を図りつつ
実施できるよう、特別区が担う方向で検討すべきである。地域の実情に応じ
た対応が期待できる。

○土地区画整理促進区域内における建築行為の許可などは、建築基準法に基
づく建築確認の際に併せて処理される。

○当該事務については、現在、都区間で役割分担がなされており、延べ面積
が１万㎡を超える建築物など都の建築主事の確認対象となる建築物等に係る
ものを除き、各特別区が処理している。

○延べ面積が１万㎡を超える建築物など都の建築主事の確認対象となる建築
物等に係るものなど現在、都に留保されている事務については、②－１の延
べ面積が１万㎡を超える建築物に係る建築確認等の事務と整合を図る必要が
ある。

　よって、②－１と同様、当該事務についても、都に残す方向で検討する。

なお、個人施行などに係る住宅街区整備事業の認可などに関する事務は、
既に事務処理特例条例により特別区が実施している。

１ 住宅街区整備事業施行地区内における建築行為等の制
限などに関する事務

３０ 住宅街区整備事業の認可などに関する事務

④
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30 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

チェック

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

区

○土地区画整理促進区域内における建築行為の許可などは、建築基準法に基づく建
築確認の際に併せて処理される。

○当該事務については、現在、都区間で役割分担がなされており、延べ面積が１万
㎡を超える建築物など都の建築主事の確認対象となる建築物等に係るものを除き、
各特別区が処理している。

○延べ面積が１万㎡を超える建築物など都の建築主事の確認対象となる建築物等に
係るものなど現在、都に留保されている事務については、②－１の延べ面積が１万
㎡を超える建築物に係る建築確認等の事務と整合を図る必要がある。

　よって、②－１と同様、当該事務についても、都に残す方向で検討する。

　なお、個人施行などに係る住宅街区整備事業の認可などに関する事務は、既に事
務処理特例条例により特別区が実施している。

理由

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

理由

チェック

理由

チェック

理由 特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都
市として総合的に整備・開発・保全することとされている。延べ面積が１万
㎡を超える建築物については、各種都市施設への負荷や周辺環境に与える影
響が著しく大きいため、都市の安全性や機能性の向上を図るためには、都が
一体的に処理する必要がある。

〇

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

理由

チェック

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

理由　大規模建築物については、各種都市施設への負荷や周辺環境に与える
影響が著しく大きいため、都が広域的な立場から検討・調整を図る必要があ
る。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由

都市整備局

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

〇

担当

住宅街区整備事業施行地区内における建築行為等の制限などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

事業名
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30 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

チェック

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

住宅街区整備事業施行地区内における建築行為等の制限などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

○住宅街区整備事業に関する認可や建築規制等に事務であり、指定都市、中核市、
特例市に移譲されているほか、事務処理特例により移譲を受けている市もある事務
である。既に都の建築主事の確認対象となる建物や都施行の事業に係るものを除
き、事務処理特例により区が実施していることもあり、判断基準に照らして、都が
実施しなければならない特別な事情はない。規模等に係わりなく、地域全体のまち
づくりとの整合を図りつつ実施できるよう、特別区が担う方向で検討すべきであ
る。

○法に基づく事務移譲の指定を受けるためには、法令改正が必要であるが、事務処
理特例により移譲することも含めれば、既に一部実施していることから、法令上の
制約は受けないものと考えられる。

○「②－１延床１万㎡超の建築物にかかる建築確認等の事務」の見直しと同様、床
面積等に関係なく全て区が実施することにより、窓口が一元化され、地域の実情に
応じた効率的な対応が期待できる。

○地方分権改革推進委員会第１次勧告において、都道府県から市への権限移譲を行
うべき事務として整理されている。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。
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30 中区分 1 小区分 (1)

（都における事務処理の状況）

１　住宅整備事業の認可など

・個人施行に係る事業認可など（法第6章第2節第1款）

事 ・組合施行に係る住宅街区整備組合の設立認可など（法第6章第2節第2款）

・（個人、組合施行の事業に係る）土地の試掘等の許可及び意見陳述機会の付与（法第64条）

・住宅街区整備事業に係る換地計画の認可など（法第72条、第81条）

・施設住宅の一部等の譲渡に係る届出の受理（法第87条第1項）

務 ・買取りの協議を行う者の決定など（法第87条第2項、第4項）

・住宅街区整備事業の施行の促進に必要な報告の徴収、勧告、命令等（法第95条、第96条）

２　建築行為等の許可など

・土地区画整理促進区域内における建築行為等の許可（法第7条第1項）

の ・住宅街区整備促進区域内における建築行為等の許可（法第26条第1項）

・住宅街区整備事業の施行の障害となる建築行為等の許可（法第67条第1項）

・上記の建築行為等の許可に必要な条件の付加（法第103条）

・上記の建築行為等の許可の違反した者に対する監督処分（法第104条）

内

容

（事務の概要）

　この法律又はこの法律に基づく政令の規定により、都道府県知事が処理し、管理し、執行することとされている事務で
政令で定めるものは、指定都市、中核市、特例市の長が行うものとする（法第105条）。
　法第105条の規定により、指定都市、中核市、特例市が行う事務は、指定都市（中核市にあっては中核市、特例市に
あっては特例市）、都府県、（独）都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する住宅街区整備事業に係る事務以外
の事務とする（法施行令第46条）。

検討対象事務の内容 ④
大区分

担当

住宅街区整備事業施行地区内における建築行為等の制限などに関する事務事業名

都市整備局

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（以下「法」という。）に基づく、住宅街区整備
事業の認可、住宅街区整備事業の施行地区内における施行の障害となる建築行為等の許可などに関する事務

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（主な事務内容）

　左記１、２の事務とも東京都内での実績はない。
　
　なお、左記２の事務については、都は、延床面積が1万㎡を超える建築物を対象に、当該事務を処理している。

　・上記１の事務については、都、（独）都市再生機構及び東京都住宅供給公社が施行する住宅街区整備事業に係る
ものを除き、事務処理特例条例第2条の表11の項に基づき、各特別区が処理している。

　・上記２の事務については、事務処理特例条例第2条の表11の項に基づき、都の建築主事の確認対象となる建築物
等に係るものを除き、各特別区が処理している。

（特別区における事務処理の状況）
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 区

３０ 住宅街区整備事業の認可などに関する事務

④

大都市地域における住宅及び住宅地
の供給の促進に関する特別措置法に
基づき、事業の実施に関する計画の
認定、同変更認定、認定の取消し、
認定事業者の地位の承継の承認、認
定事業者に対する改善命令等を行
う。

(1)都心共同住宅供給事業の
計画の認定などに関する事
務

考　　　　え　　　　方

○重点供給地域で行われる良質な住宅建設事業の認可等を行う事務であり、
指定都市、中核市、特例市に移譲されている事務（現在の対象地域は東京23
区、大阪市、名古屋市のみ）である。地域全体のまちづくりとの整合性を図
りながら実施できるよう、特別区が担う方向で検討すべきである。地域の実
情に応じた対応が期待できる。

○当該事務は、老朽化した建築物の共同建替えや老朽マンションの建替え等
を行う事業に係る計画の認定事務であるが、法で定める認定基準に適合する
かどうか審査するものであることから、特別区が一定規模以上になり、人材
の確保がなされれば、特別区が実施することは可能である。

　よって、当該事務は、区へ移管する方向で検討する。

○ただし、移管に当たっては、以下の課題がある。
・都心共同住宅供給事業については、法による認定基準のほか、都費を補助
するための独自基準があり、これらの認定事務を都が一括して行っている。
移管に伴う二重行政が発生しないように、都区の役割分担を明確化すること
を前提とすべきである。
・当該事務には、東京都住宅供給公社（以下「公社」という。）及び独立行
政法人都市再生機構が行う事業が含まれるが、公社が事業を行う場合、事業
計画の認定を行う主体は都となるため、公社に係る事務は、引き続き都に残
ることとなる。

2 都心共同住宅供給事業の計画の認定などに関する事務
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30 中区分 2 小区分 (1)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

理由

チェック

チェック

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

チェック

チェック

区

理由

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

担当

都心共同住宅供給事業の計画の認定などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

事業名

チェック

理由

都市整備局

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

○当該事務は、老朽化した建築物の共同建替えや老朽マンションの建替え等を行う
事業に係る計画の認定事務であるが、法で定める認定基準に適合するかどうか審査
するものであることから、特別区が一定規模以上になり、人材の確保がなされれ
ば、特別区が実施することは可能である。

　よって、当該事務は、区へ移管する方向で検討する。

○ただし、移管に当たっては、以下の課題がある。
・都心共同住宅供給事業については、法による認定基準のほか、都費を補助するた
めの独自基準があり、これらの認定事務を都が一括して行っている。移管に伴う二
重行政が発生しないように、都区の役割分担を明確化することを前提とすべきであ
る。
・当該事務には、東京都住宅供給公社（以下「公社」という。）及び独立行政法人
都市再生機構が行う事業が含まれるが、公社が事業を行う場合、事業計画の認定を
行う主体は都となるため、公社に係る事務は、引き続き都に残ることとなる。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

理由

理由

理由

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

85



30 中区分 2 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

○重点供給地域で行われる良質な住宅建設事業の認可等を行う事務であり、指定都
市、中核市、特例市に移譲されている事務（現在の対象地域は東京23区、大阪市、
名古屋市のみ）である。判断基準に照らして、都が実施しなければならない特別な
事情はなく、地域全体のまちづくりとの整合性を図りながら実施できるよう、特別
区が担う方向で検討すべきである。

○法に基づく事務移譲の指定を受けるためには、法令改正が必要であるが、事務処
理特例により移譲することも含めれば、法令上の制約は受けないものと考えられ
る。

○住民により身近な区が地域特性を踏まえながら、計画認定などに関する事務を担
うことで、よりきめ細やかな対応が期待できる。また、認定等の窓口が一本化さ
れ、申請者にとって利便性の向上や期間の短縮が図られる。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

都心共同住宅供給事業の計画の認定などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック
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30 中区分 2 小区分 (1)

（都における事務処理の状況）

事

務 　

の

内

容

・平成１９年度における事業計画の認定等の実績 （平成２０年１月末日現在）

・標記の事務に関し、事務処理特例条例等に基づく都区の事務分担は行っていない。

■都心共同住宅供給事業（法第2条）

区　　　　 分

・事務処理の流れ　⇒　事業計画認定事務処理フロー図　参照

・事業の実施に関する計画の認定の取消し（法第101条の9）

法等の根拠

検討対象事務の内容

（特別区における事務処理の状況）

（事務の概要）

・大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（以下「法」という。）に基づき、事業の実施
に関する計画の認定、同変更認定、認定の取消し、認定事業者の地位の承継の承認、認定事業者に対する改善命令
等を行う。

・都心共同住宅供給事業における事業計画の認定地区数  ：  ２１８　地区　（平成２０年１月末日現在）

④
大区分

担当

都心共同住宅供給事業の計画の認定などに関する事務事業名

都市整備局

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（主な事務内容）

・事業の実施に関する計画の認定（法第101条の3）

・事業の実施に関する計画変更の認定（法第101条の5）

・事業の実施の状況についての報告の徴収（法第101条の6）

法第101条の5

・認定事業者に対する改善命令（法第101条の8）

処 理 件 数

計 画 の 認 定 法第101条の3 　　　　　　５件

計画の変更認定

計画の変更認定（軽微）

・標記の事務は、都府県知事の権限に属するものであるが、法第105条及び法施行令第46条の規定により指定都市、
中核市及び特例市においては、当該市の長が行うこととされている。ただし、都心共同住宅供給事業の施行区域は、
法第2条第5号の規定により、法施行規則第1条で定める東京２３区内、大阪市、名古屋市の区域であって、住生活基本
法第17条第2項第6号の住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域の区域内において実施可能な事業
とされていることから、実際には上記の事務については、都知事、大阪市長、名古屋市長のみが行っている。

　　　　　　４件

法施行規則第50条の22 　　　　　　１件

居住に関する機能の低下を来している大都市地域内の都心の地域及びその周辺の地域のうち、居住に関する機能の
向上が必要なものとして国土交通省令で定める土地の区域において、この法律で定めるところに従って行われる共同
住宅の建設及びその管理又は譲渡に関する事業、集会施設、購買施設その他の共同住宅の入居者の共同の福祉又
は利便のため必要な施設（関連公益的施設）の整備に関する事業並びにこれらに附帯する事業

・認定事業者の地位の承継の承認（法第101条の7）

87



88



検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 ○ ○ ○
都
・
区

被災市街地復興特別措置法に基づ
き、被災市街地復興推進地域内にお
いて、都市計画に定められた日まで
に、土地の形質の変更又は建築物の
新築、改築若しくは増築をしようと
する者の許可などに関する事務を行
う。

(1)被災市街地復興推進地域
内の建築行為許可などに関
する事務

考　　　　え　　　　方

○被災地の緊急かつ健全な復興を目的に土地や建物に関する行為の許可等を
行う事務であり、指定都市、中核市、特例市等に移譲されている事務であ
る。地域の実情に応じた総合的な対応が可能となるよう、特別区が担う方向
で検討すべきである。

○被災市街地復興推進地域内における建築行為等の許可などは、建築基準法
に基づく建築確認の際に併せて処理される。

○現在、特別区は、延べ面積が１万㎡を超える建築物など都の建築主事の確
認対象となる建築物等に係るものを除き、建築確認の事務を行っている。

○このため、被災市街地復興推進地域内における建築行為等の許可などにつ
いても、都の建築主事の確認対象となる建築物等に係るもの以外について
は、特別区に移管することは可能である。

○ただし、延べ面積が１万㎡を超える建築物など都の建築主事の確認対象と
なる建築物等に係るものについては、②－１の延べ面積が１万㎡を超える建
築物に係る建築確認等の事務と整合を図る必要があるため、都に残す方向で
検討する。

１ 被災市街地復興推進地域内の建築行為許可などに関す
る事務

３４ 被災市街地復興支援地域内の建築行為許可などに関する事務

④
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34 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

理由　延べ面積が１万㎡を超える建築物では確認審査項目が多くなり、その
審査に当たって意匠では高層面積区画及び隣地斜線制限、防災面では特別避
難階段の設置及び非常用昇降機の設置、構造では保有水平耐力の計算などの
専門的な知識が求められる。

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

○

チェック

理由

チェック

チェック

○

理由

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

理由 特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都
市として総合的に整備・開発・保全することとされている。延べ面積が１万
㎡を超える建築物については各種都市施設への負荷や周辺環境に与える影響
が著しく大きいため、都市の安全性や機能性の向上を図るためには、都が一
体的に処理する必要がある。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

区

○被災市街地復興推進地域内における建築行為等の許可などは、建築基準法に基づ
く建築確認の際に併せて処理される。

○現在、特別区は、延べ面積が１万㎡を超える建築物など都の建築主事の確認対象
となる建築物等に係るものを除き、建築確認の事務を行っている。

○このため、被災市街地復興推進地域内における建築行為等の許可などについて
も、都の建築主事の確認対象となる建築物等に係るもの以外については、特別区に
移管することは可能である。

○ただし、延べ面積が１万㎡を超える建築物など都の建築主事の確認対象となる建
築物等に係るものについては、②－１の延べ面積が１万㎡を超える建築物に係る建
築確認等の事務と整合を図る必要があるため、都に残す方向で検討する。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

理由

チェック

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

チェック

チェック
理由　大規模建築物については、各種都市施設への負荷や周辺環境に与える
影響が著しく大きいため、都が広域的な立場から検討・調整を図る必要があ
る。

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

○

担当

被災市街地復興推進地域内の建築行為許可などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

事業名

都市整備局
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34 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

○被災地の緊急かつ健全な復興を目的に土地や建物に関する行為の許可等を行う事
務であり、指定都市、中核市、特例市に移譲されているほか、事務処理特例により
移譲を受けている市もある事務である。地域の実情に応じた総合的な対応が可能と
なるよう、特別区が担う方向で検討すべきである。

○法に基づく事務移譲の指定を受けるためには、法令改正が必要であるが、事務処
理特例により移譲することも含めれば、法令上の制約は受けないものと考えられ
る。

○広域的な対応についての都区間、特別区間の連携、調整の方策等については、具
体化に向けた検討の中で整理する必要がある。

○地方分権改革推進委員会第１次勧告において、都道府県から市への権限移譲を行
うべき事務として整理されている。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

被災市街地復興推進地域内の建築行為許可などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック

91



34 中区分 1 小区分 (1)

（都における事務処理の状況）

事

務

の

内

容

都市整備局

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（主な事務内容）

①被災市街地復興推進地域内において、土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築の許可（法第７条１
項）
②土地の原状回復又は工作物の移転若しくは除却の命令（法第７条第５項）
③土地の原状回復又は工作物の移転若しくは除却の代執行（法第７条第６項）
④土地の買取りの申出の相手方として定めることの申出の受理（法第８条第１項）
⑤土地の買取りの申出の相手方として定める旨の決定の公告（法第８条第２項）
⑥土地の買取り（法第８条第３項）
⑦買取りをしないことについての申出の相手方からの通知の受理（法第８条第５項）

＜被災市街地復興推進地域の都市計画＞（法第５条）
（指定要件）
・大規模災害の発生により、相当数の建築物が滅失したこと。
・公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあること。
・緊急かつ健全な復興を図るため、土地区画整理、市街地再開発等の事業を実施する必要があること。
（定めるべき事項）
　名称、区域、面積等のほか、緊急復興方針（市街地の整備改善の方針）、建築規制の期限（被災後2年以内）

・標記の事務については、事務処理特例条例等に基づく都区の事務分担は行っていない。

（特別区における事務処理の状況）

検討対象事務の内容

・標記事務は、原則として都道府県知事の権限に属するものであるが、法第9条の規定により指定都市、中核市及び特
例市においては、当該市の長が行うこととされている。

（事務の概要）

・被災市街地復興特別措置法（以下「法」という。）に基づき、被災市街地復興推進地域内において、都市計画に定めら
れた日までに、土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者の許可などに関する事務を行
う。

・被災市街地復興特別措置法は、大規模な火災、震災その他の災害を受けた市街地についてその緊急かつ健全な復
興を図るため、平成７年に制定されたもので、東京都において、今までに同条文が適用された事例はない。

④
大区分

担当

被災市街地復興推進地域内の建築行為許可などに関する事務事業名
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 ○ ○ 都

３４ 被災市街地復興支援地域内の建築行為許可などに関する事務

④

被災市街地復興特別措置法に基づ
き、被災市街地復興推進地域内にお
いて、地価が急激に上昇した場合等
において、国土利用計画法第２７条
の６第１項の規定により監視区域の
指定に努める。

(1)被災市街地復興推進地域
内における監視区域の指定
に関する事務

考　　　　え　　　　方

○被災市街地復興支援地域内における地価の規制に関する事務であり、指定
都市に移譲されている事務である。地域の実情に応じた迅速な対応が可能と
なるよう、国土利用計画法に基づく「④-29土地の権利移転届出受理などに
関する事務」の見直しと合わせて、特別区が担う方向で検討すべきである。

○当該事務は、被災市街地復興推進地域内において、国土利用計画法第27条
の6第1項の規定による監視区域を指定するものであり、同法に基づく監視区
域の指定は、「④－29－１－（1）」の土地の権利移転届出受理などに関す
る事務と同様、都に残す方向で検討する。

２ 被災市街地復興推進地域内における監視区域の指定に
関する事務
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34 中区分 2 小区分 (1)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

都市整備局

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

○当該事務は、被災市街地復興推進地域内において、国土利用計画法第27条の6第1
項の規定による監視区域を指定するものであり、同法に基づく監視区域の指定は、
「④－29－１－（1）」の土地の権利移転届出受理などに関する事務と同様、都に残
す方向で検討する。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

理由　地価対策のための土地取引規制の強化及び緩和については、一部地域
だけの問題ではなく、都市の機能性の向上を図るためには、都全体の調整を
一体的に行う必要がある。

理由

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

○

担当

被災市街地復興推進地域内における監視区域の指定に関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

事業名

チェック
理由　土地利用目的の審査、勧告に当たっては、都が策定する土地利用基本
計画、都市復興基本計画との適合性や周辺地域への影響などを、広域的な立
場から判断する必要がある。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由

チェック

○

区

理由

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

理由

チェック

チェック

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

チェック

チェック
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34 中区分 2 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

チェック

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

被災市街地復興推進地域内における監視区域の指定に関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

○被災市街地復興支援地域内における地価の規制に関する事務であり、指定都市に
移譲されている事務である。地域の実情に応じた迅速な対応が可能となるよう、国
土利用計画法に基づく「④-29土地の権利移転届出受理などに関する事務」の見直し
と合わせて、特別区が担う方向で検討すべきである。

○法に基づく事務移譲の指定を受けるためには、法令改正が必要であるが、事務処
理特例により移譲することも含めれば、法令上の制約は受けないものと考えられ
る。

○広域的な対応についての都区間、特別区間の連携、調整の方策等については、具
体化に向けた検討の中で整理する必要がある。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。
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34 中区分 2 小区分 (1)

（都における事務処理の状況）

事

務

の

内

容

検討対象事務の内容

・標記事務は、法第24条の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行うこととされている。

（事務の概要）

・被災市街地復興特別措置法（以下「法」という。）に基づき、被災市街地復興推進地域内において、地価が急激に上昇
した場合等において、国土利用計画法第２７条の６第１項の規定により監視区域の指定に努める。 ・被災市街地復興特別措置法は、大規模な火災、震災その他の災害を受けた市街地についてその緊急かつ健全な復

興を図るため、平成７年に制定されたもので、東京都において、今までに同条文が適用された事例はない。

④
大区分

担当 都市整備局

被災市街地復興推進地域内における監視区域の指定に関する事務事業名

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（主な事務内容）

・監視区域の指定（法第２４条）
　被災市街地復興推進地域内のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあると認められる区域を国土利用
計画法第２７条の６第１項の規定により監視区域として指定するよう努める。

・標記の事務については、事務処理特例条例等に基づく都区の事務分担は行っていない。

（特別区における事務処理の状況）
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 ○ ○
都
・
区

密集市街地における防災街区の整備
の促進に関する法律に基づき、防災
街区計画整備組合の合併の認可に関
する事務、防災街区整備事業に関す
る事務及び防災都市施設の整備のた
めの特別の措置に関する事務を行
う。

(1)防災街区計画整備組合の
合併の認可などに関する事
務

考　　　　え　　　　方

○防災街区の整備に係る許可等に関する事務であり、指定都市、中核市、特
例市等に移譲されている事務である。既に一部を除き区に移譲されており、
一連の事務を特別区が担う方向で検討すべきである。

○特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都市と
して総合的に整備・開発・保全することとされている。

○しかし、当該事務は、一団の土地の区域内を防災街区として整備するため
に設立される防災街区計画整備組合や老朽化した建築物を除却し権利変換に
よる土地建物の共同化を行って防災性能を備えた防災施設建築物及び公共施
設の整備を行う防災街区整備事業等に関する事務であり、住宅市街地総合整
備事業（密集住宅市街地整備型）など特別区が行う密集市街地の整備事業等
と密接な関連があり、特別区が一体的に実施することが望ましい。

　よって、当該事務は、原則として、区に移管する方向で検討する。

ただし、防災街区整備事業の施行区域内及び防災都市計画施設の区域内に
おける延べ面積が１万㎡を超える建築物の建築行為の許可については、②－
１の延べ面積が１万㎡を超える建築物に係る建築確認等の事務と整合を図る
必要があるため、②－１と同様、都が担う方向で検討する。

１ 防災街区計画整備組合の合併の認可などに関する事務

３５ 防災街区計画整備組合の合併の認可などに関する事務

④
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35 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由

○特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都市として総
合的に整備・開発・保全することとされている。

○しかし、当該事務は、一団の土地の区域内を防災街区として整備するために設立
される防災街区計画整備組合や老朽化した建築物を除却し権利変換による土地建物
の共同化を行って防災性能を備えた防災施設建築物及び公共施設の整備を行う防災
街区整備事業等に関する事務であり、住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整
備型）など特別区が行う密集市街地の整備事業等と密接な関連があることなどか
ら、特別区が一体的に実施することが望ましい。

よって、当該事務は、原則として、区に移管する方向で検討する。

ただし、防災街区整備事業の施行区域内及び防災都市計画施設の区域内における延
べ面積が１万㎡を超える建築物の建築行為の許可については、②－１の延べ面積が
１万㎡を超える建築物に係る建築確認等の事務と整合を図る必要があるため、②－
１と同様、都が担う方向で検討する。

チェック

事業名

理由

チェック
理由　大規模建築物については、各種都市施設への負荷や周辺環境に与える
影響が著しく大きいため、都が広域的な立場から検討・調整を図る必要があ
る。

チェック

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

チェック

理由

チェック

理由

チェック

理由

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

○

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

理由 特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都
市として総合的に整備・開発・保全することとされている。延べ面積が１万
㎡を超える建築物については各種都市施設への負荷や周辺環境に与える影響
が著しく大きいため、都市の安全性や機能性の向上を図るためには、都が一
体的に処理する必要がある。

区

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

④検討対象事務評価個票      　　　　〔都〕
大区分

○

担当

防災街区計画整備組合の合併の認可などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

都市整備局
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35 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

○防災街区の整備に係る許可等に関する事務であり、指定都市、中核市、特例市に
移譲されているほか、事務処理特例により移譲を受けている市もある事務である。
既に一部を除き事務処理特例により区に移譲されており、一連の事務を特別区が担
う方向で検討すべきである。

○法に基づく事務移譲の指定を受けるためには法令改正が必要であるが、事務処理
特例により移譲することも含めれば、既に一部を除き実施していることから、法令
上の制約は受けないものと考えられる。

○地方分権改革推進委員会第１次勧告において、都道府県から市への権限移譲を行
うべき事務として整理されている。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

防災街区計画整備組合の合併の認可などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック
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35 中区分 1 小区分 (1)

（都における事務処理の状況）

　左記のうち以下の事務を都が処理することになっている。

１　防災街区計画整備組合に関する事務

　①計画整備組合の理事が欠けたときの仮理事の選任（法第75条）

　④計画整備組合の解散及び清算に関する裁判所への意見陳述（法第104条）

３　防災都市施設の整備のための特別の措置に関する事務

　②施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内における監督処分及び立入検査等（法第283条第3項）

　※事務処理実績なし

事

務

の

内

容

※防災街区整備事業
　密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律が平成15年度に改正されて創設された。密集市街地の
防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、建築物への権利変換による土地・建物の共同化を基本
としつつ、個別の土地への権利変換を認める柔軟かつ強力な事業手法を用いながら、老朽化した建築物を除却し、防
災機能を備えた建築物及び公共施設の整備を行う事業。施行者は、個人、事業組合、事業会社、地方公共団体、
（独）都市再生機構、地方住宅供給公社

１　防災街区計画整備組合に関する事務
　①計画整備組合の理事が欠けたときの仮理事の選任（法第75条）
　②定款及び事業基本方針の変更認可等（法第78条第2項、第3項）
　③設立認可、解散認可、合併の認可、報告書の提出要求等（法第93条、第94条、第97条、第98条）
　④計画整備組合の解散及び清算に関する裁判所への意見陳述（法第104条）
　⑤報告の徴収、検査、法令等の違反に対する措置等（法第105条～第107条）
　⑥解散命令、総会等の議決・選挙及び当選の取消し（法第108条、第109条）

２　防災街区整備事業に関する事務
　①測量又は調査のための土地等の立入りの許可（法第191条）
　②土地の試掘等の許可及び意見陳述機会の付与（法第192条）
　③防災街区整備事業の施行区域における建築行為等の許可等（法第197条）
　④土地・物件の引渡し又は物件の移転・除却に係る代執行及び補償金の受取り（法第233条）

検討対象事務の内容 ④
大区分

担当

防災街区計画整備組合の合併の認可などに関する事務事業名

都市整備局

（特別区における事務処理の状況）

　密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（以下「法」という。）に基づき、防災街区計画整備組合の
合併の認可に関する事務、防災街区整備事業に関する事務及び防災都市施設の整備のための特別の措置に関する
事務を行う。

（事務の概要）

３　防災都市施設の整備のための特別の措置に関する事務
　①施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内における建築物の建築の許可（法第283条第1項）
　②施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内における監督処分及び立入検査等（法第283条第3項）

（主な事務内容）

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

　上記事務のうち、１の①、④及び３の②を除き、事務処理特例条例第２条の表12の項に基づき、各特別区が処理して
いる。

　標記の事務は、原則として都道府県知事の権限に属するものであるが、法第308条の規定により指定都市、中核市及
び特例市においては、当該市の長が処理することとされている。
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 区

宅地造成等規制法に基づき、宅地造
成に伴いがけ崩れ等の災害が生ずる
おそれが大きい市街地又は市街地と
なろうとする土地の区域を「宅地造
成工事規制区域」として指定し、区
域内で行われる宅地造成に関する工
事について災害防止のための必要な
規制を行う。

(1)宅地造成工事規制区域の
指定などに関する事務

考　　　　え　　　　方

○宅地造成に伴う災害を防止するための規制等に関する事務であり、指定都
市、中核市、特例市等に移譲されている事務である。既に一部を区が実施し
ており、地域の実情に応じた迅速な対応が可能となるよう、一連の事務を特
別区が担う方向で検討すべきである。

○現在、特別区は、事務処理特例条例に基づき、宅地造成工事の許可などを
行っており、宅地造成工事規制区域の指定などを行うことは、法令上及び人
材上問題ない。

　よって、当該事務は、区に移管する方向で検討する。

○ただし、平成18年の宅地造成等規制法改正に伴い、造成宅地防災区域の指
定などの制度が創設されたことから、この制度の役割分担と併せて整理して
いく必要がある。なお、平成20年度から2ヵ年の予定で区域指定に必要な大
規模盛土造成地の抽出調査（一次スクリーニング）を実施する。この間、関
係する区市町村と連絡調整会議を組織し、平成23年度以降の調査主体（二次
スクリーニング）や造成宅地防災区域の指定権限の移管などについて調整し
ていく予定である。

１ 宅地造成工事規制区域の指定などに関する事務

５０ 宅地造成工事規制区域の指定などに関する事務

④

101



50 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

理由

チェック

チェック

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

チェック

チェック

区

理由

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

担当

宅地造成工事規制区域の指定などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

事業名

チェック

理由

都市整備局

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

○現在、特別区は、事務処理特例条例に基づき、宅地造成工事の許可などを行って
おり、宅地造成工事規制区域の指定などを行うことは、法令上及び人材上問題な
い。

　よって、当該事務は、区に移管する方向で検討する。

○ただし、平成18年の宅地造成等規制法改正に伴い、造成宅地防災区域の指定など
の制度が創設されたことから、この制度の役割分担と併せて整理していく必要があ
る。なお、平成20年度から2ヵ年の予定で区域指定に必要な大規模盛土造成地の抽出
調査（一次スクリーニング）を実施する。この間、関係する区市町村と連絡調整会
議を組織し、平成23年度以降の調査主体（二次スクリーニング）や造成宅地防災区
域の指定権限の移管などについて調整していく予定である。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

理由

理由

理由

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。
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50 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

○宅地造成に伴う災害を防止するための規制等に関する事務であり、指定都市、中
核市、特例市に移譲されているほか、事務処理特例により移譲を受けている市もあ
る事務である。既に宅地造成に関する工事の許可等の事務が事務処理特例により区
に移譲されており、地域の実情に応じた迅速な対応が可能となるよう、一連の事務
を特別区が担う方向で検討すべきである。

○法に基づく事務移譲の指定を受けるためには法令改正が必要であるが、事務処理
特例により移譲することも含めれば、既に一部実施していることから、法令上の制
約は受けないものと考えられる。

○地方分権改革推進委員会第１次勧告において、都道府県から市への権限移譲を行
うべき事務として整理されている。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

宅地造成工事規制区域の指定などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック

103



50 中区分 1 小区分 (1)

（都における事務処理の状況）

　左記のうち以下の事務を都が処理している。

　・宅地造成工事規制区域の指定（法第3条）

　・土地の立入り等に伴う損失の補償（法第7条）

　・造成宅地防災区域の指定及び解除（法第20条）

・宅地造成工事規制区域の指定（法第3条）※1 　・災害防止のための措置の勧告、改善命令等（法第21条～第23条）

事 ・測量及び調査のための土地の立入り等（法第4条）

・土地の試掘の許可及び意見陳述機会の付与（法第5条）

・土地の立入り等に伴う損失の補償（法第7条）※2

・宅地造成工事の許可、工事計画の変更許可、工事完了検査、監督処分等（法第8条、第10条～第15条）

・宅地造成に伴う災害防止のために必要な措置をとることの勧告、改善命令（法第16条、第17条）

務 ・立入検査、報告徴取（法第18条、第19条）

・造成宅地防災区域の指定及び解除（法第20条）※3

・災害防止のための措置の勧告、改善命令等（法第21条～第23条）※4

◎宅地造成工事規制区域＜区部＞（平成19年4月1日現在）

区 面積（ｈａ）

の 世田谷区 246.0

板橋区 525.6

内

容

◎造成宅地防災区域

昭和38年11月10日

※宅地造成工事規制区域の指定要件
　（「宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域指定要領」H13.5.24）
　①自然的条件
　・造成に伴い災害の生じるおそれの強い地域（勾配15度以上が過半）
　・災害の発生しやすい地盤特性（火山灰台地等が過半）
　・土砂災害の危険性を有する地域（急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所等が相当数の割合
　　で存在）
　②社会的要件
　・都市計画区域
　・地域開発計画等策定区域
　・現に宅地造成が行われている区域、予想される区域

（主な事務内容）

・標記の事務は、原則として都道府県知事の権限に属するものであるが、法第3条の規定により指定都市、中核市及び
特例市においては、当該市の長が処理することとされている。

・宅地造成工事規制区域及び造成宅地防災区域の指定事務は、全国的にも市に移管しているケースが出始めてい
る。

指定効力発生年月日

　事務処理特例条例第2条の表8の項に基づき、上記事務のうち、※1～4を除き、宅地造成等規制法の許可に係る事
務を各特別区が処理している。

事業名

（特別区における事務処理の状況）

都市整備局

（事務の概要）

宅地造成等規制法（以下「法」という。）に基づき、宅地造成に伴いがけ崩れ等の災害が生ずるおそれが大きい市街地
又は市街地となろうとする土地の区域を「宅地造成工事規制区域」として指定し、区域内で行われる宅地造成に関する
工事について災害防止のための必要な規制を行う。

検討対象事務の内容

○宅地造成工事規制区域の指定は、昭和37年から40年にかけて都内約22,000haについて指定している。その後区域
の見直し等は行われていない。平成3年の改正により大臣から知事に指定権限が移管されている。
また、平成18年の改正により造成宅地防災区域の指定等の制度が新設されている。このための調査を平成20年度か
ら行う予定である。

　阪神淡路大震災や新潟県中越地震において、宅地造成工事規制区域外の大規模盛土造成地で地すべり的
崩落が発生。既存宅地も含めた造成宅地の安全確保が急務となったことから、宅地造成工事規制区域外にお
ける造成宅地であって災害が発生すれば相当数の居住者その他の施設等に被害を生じさせるおそれがある一
団の土地の区域を｢造成宅地防災区域｣として指定し、宅地所有者等に災害防止措置の責務を課すとともに、必
要な勧告及び命令を行うこととした。都内における区域指定は行っていない（平成19年4月現在）。

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

④
大区分

担当

宅地造成工事規制区域の指定などに関する事務
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※国土交通省資料
（Ｈ18.1.31国会提出法案概要）より
作成
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 △ 区

都 区

５６ 流通業務地区公共施設都市計画決定などに関する事務

④

流通業務市街地の整備に関する法律
に基づき、流通業務市街地の整備に
当たり、流通業務地区を都市計画決
定し、あわせて公共施設に関する都
市計画の策定等の事務を行う。

(1)流通業務地区公共施設都
市計画決定などに関する事
務

考　　　　え　　　　方

○流通業務地区における公共施設の計画や施設建設等の規制に関する事務で
あり、指定都市のほか、一部中核市に移譲されている事務である。「④-59
都市計画区域内の開発行為許可などに関する事務」の見直しと合わせて、地
域の実情に応じて都市計画や規制等が行えるよう、特別区が担う方向で検討
すべきである。

○当該事務は、本来都道府県事務とされているが、一定以上の規模を有する
指定都市や中核市にあっては当該市が処理しており、特別区が一定以上の規
模になることにより、特別区が実施することは可能である。

○流通業務地区内の規制の解除や違反施設に対する措置については、流通業
務地区に関する都市計画決定等と比べて、広域的な観点からの調整の必要性
が薄く、特別区が実施することは可能である。

　よって、当該事務は、特別区へ移管する方向で検討する。

１ 流通業務地区公共施設都市計画決定などに関する事務
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56 中区分 1 小区分（１）
＜　考え方　＞

事

業

評

価

都市整備局

○当該事務は、本来都道府県事務とされているが、一定以上の規模を有する指定都
市や中核市にあっては当該市が処理しており、特別区が一定以上の規模になること
により、特別区が実施することは可能である。

○流通業務地区内の規制の解除や違反施設に対する措置については、流通業務地区
に関する都市計画決定等と比べて、広域的な観点からの調整の必要性が薄く、特別
区が実施することは可能である。

　よって、当該事務は、特別区へ移管する方向で検討する。

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

チェック

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

チェック

理由

理由

理由

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

担当

流通業務地区公共施設都市計画決定などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

事業名

チェック

理由

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由

区

理由

チェック

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

理由
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56 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

○流通業務地区における公共施設の計画や施設建設等の規制に関する事務であり、
公共施設の都市計画決定（法第4条第3項）については、指定都市に、また、流通業
務地区における施設建設等の許可（第5条）、違反施設の移転、除却等の命令（第6
条）については、指定都市及び中核市に移譲されているほか、事務処理特例により
委譲されている市がある事務である。判断基準に照らして、都が実施しなければな
らない特別な事情はなく、地域の実情を踏まえた都市計画や規制等が行えるよう、
特別区が担う方向で検討すべきである。

○流通業務地区における公共施設の都市計画決定（法第4条第3項）については、
「流通業務地区に関する都市計画」を定めようとするときに、あわせて必要な公共
施設に関する都市計画を定めるものであるため、「④-59　都市計画区域内の開発行
為許可などに関する事務」の見直しと合わせて、特別区が担う方向で検討すべきで
ある。

○法に基づく事務移譲の指定を受けるためには、法令改正が必要であるが、事務処
理特例により移譲することも含めれば、法令上の制約は受けないものと考えられ
る。

○流通業務市街地の整備にあたっては、広域的な観点に立って計画・調整を図る必
要があるため、都区間、特別区間の連携・調整の方策等について、具体化に向けた
検討の中で整理していく必要がある。

○地方分権改革推進委員会第１次勧告において、現在、中核市に移譲されている事
務を一般市に移譲すべきとされている。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔区〕
大区分

△

担当局 都市整備局

流通業務地区公共施設都市計画決定などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

流通業務市街地の整備にあたっては、広域的な観点に立って計画・調整
を図る必要があるため、都区間、特別区間の連携・調整の方策等につい
て、具体化に向けた検討の中で整理していく必要がある。

チェック

チェック
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56 中区分 1 小区分（１）

（都における事務処理の状況）

・流通業務地区に関する都市計画に必要な公共施設に関する都市計画の策定（法第4条第3項）

事 ･流通業務地区の機能を害するおそれがないと認め、又は公共上やむを得ない場合の規制の解除（法第5条）

・違反施設に対する措置（移転、除却、若しくは改築又は用途の変更の命令等）（法第６条）

務

の

※なお、法第４条第３項に基づく都市計画の策定に関する事務は、④－５９の中で検討する。

内

容

国が昭和４１年に定めた「東京都についての流通業務施設の整備に関する基本方針」に基づき、区部４箇所に流通業
務市街地を整備している。

都市整備局

（事務の概要）

・流通業務市街地の整備に関する法律（以下「法」という。）に基づき、流通業務市街地の整備に当たり、
流通業務地区を都市計画決定し、あわせて公共施設に関する都市計画の策定等の事務を行う。

④
大区分

担当

流通業務地区公共施設都市計画決定などに関する事務事業名

検討対象事務の内容

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（主な事務内容）

標記事務に関し、事務処理特例条例等に基づく都区の事務分担は行っていない。

標記の事務に対し、指定都市においては、法第４条第３項及び第５条第１項の規定に基づき、当該市が処理している。
また、中核市においては、法第５条第１項の規定に基づき、同条に規定する事務を処理している。

今後、区部には流通業務市街地の整備計画はないため、これに必要な道路等の公共施設に関する都市計画決定事
務は生じない。

（特別区における事務処理の状況）
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 △ 区

都 ○ ○ △ ○
都
・
区

７ 造成敷地等に関する権利の処分の制限などに関する事務

⑤

流通業務市街地の整備に関する法律
に基づき、流通業務施設整備に関す
る基本方針の策定等の事務を行う。

(1)造成敷地等に関する権利
の処分の制限などに関する
事務

考　　　　え　　　　方

○流通業務市街地に関する都市計画の前提となる方針の策定等に関する事務
であり、事務処理特例により市に委譲している例がある事務である。流通業
務市街地に係る都市計画に関する事務（④-59の一部）と合わせて、特別区
が担う方向で検討すべきである。

（基本方針の策定及び変更）
○基本方針は、特別区の交通ネットワークを考慮し、区部全体で最も効率的
な場所に立地するように、広域的な立場から策定する必要がある。
○流通業務施設は、高速道路のインターチェンジ付近などの交通結節点にお
いて整備する必要があることから、区へ移管した場合、隣接した区で同じよ
うな機能の流通業務施設が整備される事態が懸念される。

　よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

（流通業務施設に関する権利の設定又は移転の承認等）
○流通業務施設に関する権利の設定又は移転の承認等の事務については、基
本方針の策定及び変更と比べて、広域的な観点からの調整の必要性が薄く、
特別区が実施することは可能である。

　よって、当該事務は、区へ移管する方向で検討する。

ただし、既存の施設は、流通業務団地造成工事が完了して１０年以上が経
過しているため、流通業務施設等に関する権利の設定、移転承認等の事務は
発生しない。

１ 造成敷地等に関する権利の処分の制限などに関する事
務
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7 中区分 1 小区分（１）
＜　考え方　＞

事

業

評

価

○

チェック

理由　基本方針は、特別区の交通ネットワークを考慮し、区部全体で最も効
率的な場所に立地するように、広域的な立場から策定する必要がある。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

理由　基本計画策定を区に移管した場合、隣接する区に同じような流通業務
施設が計画されるなどの懸念があり、事業効果、事業効率に著しい支障が生
じることが考えられる。

（基本方針の策定及び変更）
○基本方針は、特別区の交通ネットワークを考慮し、区部全体で最も効率的な場所
に立地するように、広域的な立場から策定する必要がある。

○流通業務施設は、高速道路のインターチェンジ付近などの交通結節点において整
備する必要があることから、区へ移管した場合、隣接した区で同じような機能の流
通業務施設が整備される事態が懸念される。

　よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

（流通業務施設に関する権利の設定又は移転の承認等）
○流通業務施設に関する権利の設定又は移転の承認等の事務については、基本方針
の策定及び変更と比べて、広域的な観点からの調整の必要性が薄く、特別区が実施
することは可能である。

　よって、当該事務は、区へ移管する方向で検討する。

　ただし、既存の施設は、流通業務団地造成工事が完了して１０年以上が経過して
いるため、流通業務施設等に関する権利の設定、移転承認等の事務は発生しない。

⑤検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

○

担当

造成敷地等に関する権利の処分の制限などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

都市整備局

△

チェック

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

理由　流通業務施設は、都内の高速道路インター付近などの交通結節点にバ
ランス良く計画する必要があるため、基本方針を特別区が策定するのは困難
と考えられる。

理由　大都市東京の機能性を確保するため、基本方針の策定は、都が一体的
に処理することが必要な事務である。○

事業名

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由

区理由

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

理由

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

チェック

チェック
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7 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

○流通業務市街地に関する都市計画の前提となる方針の策定等に関する事務であ
り、事務処理特例により市に委譲している例がある事務である。流通業務市街地に
係る都市計画に関する事務（④-59の一部）と合わせて、特別区が担う方向で検討す
べきである。

○流通業務市街地の整備にあたっては、主務大臣が定める「流通業務施設の整備に
関する基本指針」に基づき、都道府県知事が「流通業務施設の整備に関する基本方
針」を定めることとされている。また、流通業務市街地は、都市計画上の地域地区
である「流通業務地区」と都市施設である「流通業務団地」により構成されてお
り、「流通業務施設の整備に関する基本方針」に基づき、都市計画決定されるもの
である。基本方針と都市計画決定は関連が深いことから、実施主体を一致させるこ
とが適当である。

○造成敷地等に関する権利の処分の制限などに関する事務（法第38条、39条、44
条）については、「流通業務地区における施設建設等の許可（第5条）、違反施設の
移転、除却等の命令（第6条）（④-56）」などの事務移譲が行われる場合に、本事
務を含む関係事務の移譲などを整理する必要がある。

○法に基づく事務移譲の指定を受けるためには、法令改正が必要であるが、事務処
理特例により移譲することも含めれば、法令上の制約は受けないものと考えられ
る。

○流通業務市街地の整備にあたっては、広域的な観点に立って計画・調整を図る必
要があるため、都区間、特別区間の連携・調整の方策等について、具体化に向けた
検討の中で整理していく必要がある。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

チェック

⑤検討対象事務評価個票　　　　　　　〔区〕
大区分

△

担当局 都市整備局

造成敷地等に関する権利の処分の制限などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

流通業務市街地の整備にあたっては、広域的な観点に立って計画・調整
を図る必要があるため、都区間、特別区間の連携・調整の方策等につい
て、具体化に向けた検討の中で整理していく必要がある。

チェック

チェック
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7 中区分 1 小区分 (1)

（都における事務処理の状況）

事 ・基本方針の策定及び変更（法第3条の2）

・流通業務施設に関する権利の設定又は移転の承認（法第38条）

・標識の設置及び標識移転等の承諾（法第39条）

・計画変更、工事の中止、処分の差止め等の要求（法第44条）

務

の

内

容

・埼玉県、愛知県及び京都府は、標記事務の一部を事務処理特例等により、指定都市等に移管している。

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（主な事務内容）

・標記事務に関し、事務処理特定条例等に基づく都区の事務分担は行っていない。

（特別区における事務処理の状況）

・国が昭和41年に定めた「東京都についての流通業務施設の整備に関する基本方針」に基づき、大田区平和島、板
橋区高島平、足立区入谷、江戸川区臨海町の４箇所について流通業務団地造成事業が昭和４１年から昭和６２年に
かけて工事完了し供用を開始している。
・現時点では、基本方針を見直し、新たに流通業務団地を整備する計画はなく、標記事務は発生しない見込みであ
る。

（事務の概要）

流通業務市街地の整備に関する法律（以下「法」という。）に基づき、流通業務施設整備に関する基本方針
の策定等の事務を行う。

⑤
大区分

担当

造成敷地等に関する権利処分の制限などに関する事務事業名

検討対象事務の内容

都市整備局

113



検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 △ 区

都 ○ ○ 都

都市計画法に基づき、都市の健全な
発展と秩序ある整備を図るための土
地利用、都市施設の整備及び市街地
開発事業に関する計画の決定を行
う。

(1)都市計画区域内の開発行
為許可などに関する事務

考　　　　え　　　　方

○都道府県が決定主体となる都市計画のうち、指定都市に移譲されている都
市計画の事務である。広域的な視点に立った対応の必要はあるが、地域の実
情を踏まえた総合的な都市計画を定められるよう、特別区が担う方向で検討
すべきである。
○なお、都市計画区域内の開発行為に係る許可などに関する事務について
は、既に事務処理特例により特別区が実施している。

○特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都市と
して総合的に整備・開発・保全することとされているため、影響が区の区域
を越え広域に及ぶ場合など、広域的観点から定めるべき都市計画については
都が定めるべきである。

○標記事務に含まれる都市計画は、影響が広域に及ぶため広域の見地から決
定すべき都市計画や根幹的都市施設に関する都市計画であり、都が広域的見
地から一体の都市計画区域として計画策定等を行うなど、必要な調整を図る
必要がある。

　よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

１ 都市計画区域内の開発行為許可などに関する事務

５９ 都市計画区域内の開発行為許可などに関する事務

④
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59 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

都市整備局

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

○

担当

都市計画区域内の開発行為許可などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

事業名

理由　特別区の区域は、一体の都市計画区域として指定されており、広域
的・根幹的な都市計画については都が定める必要がある。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由

チェック

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

チェック

理由　市街地が連たんし、首都機能を担う特別区の区域において都市の安全
性や機能性の向上を図るためには、都が広域的見地から一体の都市計画区域
として計画策定等を行うなど、必要な調整を図る必要がある。○

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

理由

チェック

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

区

○特別区の区域は一つの都市計画区域として指定されており、一体の都市として総
合的に整備・開発・保全することとされているため、影響が区の区域を越え広域に
及ぶ場合など、広域的観点から定めるべき都市計画については都が定めるべきであ
る。

○標記事務に含まれる都市計画は、影響が広域に及ぶため広域の見地から決定すべ
き都市計画や根幹的都市施設に関する都市計画であり、都が広域的見地から一体の
都市計画区域として計画策定等を行うなど、必要な調整を図る必要がある。

　よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

理由

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

理由

チェック

理由
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59 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

特別区の区域を超える大規模な都市計画事業や幹線道路、河川、都市高速鉄
道などは、広域的な見地からの判断が必要となることもあり、都区間、特別
区間の連携・調整の方策等について、具体化に向けた検討の中で整理してい
く必要がある。

チェック

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔区〕
大区分

△

担当局 都市整備局

都市計画区域内の開発行為許可などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

○都道府県が決定主体となる都市計画のうち、指定都市に移譲されている都市計画
の事務である。広域的な視点に立った対応の必要はあるが、地域の実情を踏まえた
総合的な都市計画を定められるよう、特別区が担う方向で検討すべきである。

○都市計画の前提となる広域方針は東京都が決定しており、また、都市計画の区市
町村決定については、知事の同意が必要であり、広域的な観点が必要なものであっ
ても区域を跨がない限りは、面積等による制限を設ける必要はなく、特別区が担う
方向で検討すべきである。

○法に基づく事務移譲の指定を受けるためには、法令改正が必要であるが、事務処
理特例により移譲することも含めれば、法令上の制約は受けないものと考えられ
る。

○特別区の区域を超える大規模な都市計画事業や幹線道路、河川、都市高速鉄道な
どは、広域的な見地からの判断が必要となることもあり、都区間、特別区間の連
携・調整の方策等について、具体化に向けた検討の中で整理していく必要がある。

○用途地域、特例容積率適用地区、高層住宅誘導地区、風致地区、緑地保全地域
等、４車線以上の区市町村道、一般道自動車ターミナル、公園・緑地・広場、墓
地、一団地の住宅施設（集団住地2,000戸以上）の都市計画決定については、地方分
権改革推進委員会第１次勧告において、都道府県から市への権限委譲を行うべきと
示されている。

○なお、都市計画区域内の開発行為に係る許可などに関する事務については、既に
事務処理特例により特別区が実施している。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。
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59 中区分 1 小区分 (1)

（都における事務処理の状況）

事

務

の

内

容

（その他）

・指定都市の区域においては、法第15条第1項第4号から第7号までに掲げる都市計画（一の指定都市の区域を超えて
特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものに関するものを除く。）は、指定都市が定めることとさ
れている。（法第87条の2）

平成12年都区制度改革において、次の都市計画決定を区に移管
①特定街区（面積1ha以下）　②臨港地区（重要港湾を除く。）
③都市計画法第11条第1項第3号に掲げる汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設（産業廃棄物処
理施設を除く。）
④再開発等促進区を定める地区計画（面積3ha以下）

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：有

（特別区における事務処理の状況）

上記２については、事務処理特例条例第2条の表7の項に基づき、各特別区が処理している。

１　法第15条第1項第4号から第7号までに掲げる都市計画の決定
(1)次の地域地区に関する都市計画（法第15条第1項第4号）
　イ　都市再生特別地区　ロ　臨港地区（重要港湾のみ）　ハ　歴史的風土特別保存地区　ニ　（第1種・第2
種）歴史的風土保存地区　ホ　緑地保全地域　ヘ　近郊緑地特別保全地区　ト　流通業務地区　チ　航空機
騒音障害防止（特別）地区
(2)広域の見地から決定すべき地域地区に関する都市計画（同第5号）
　イ　首都圏、近畿圏、中部圏又は指定都市の区域内の用途地域・特例容積率適用地区・高層住居誘導地
区　ロ　面積10ha以上の風致地区　ハ　面積10ha以上の特別緑地保全地区
(3)広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設に関する都市計画（同第5号）
　イ　一般国道、都道府県道、自動車専用道路又は4車線以上の道路　ロ　都市高速鉄道　ハ　一般自動車
ターミナル　ニ　空港　ホ　面積10ha以上の公園、緑地、広場又は墓園　ヘ　水道用水供給事業の用に供する
水道　ト　流域下水道又は排水区域が2ha以上にわたる公共下水道　チ　産業廃棄物処理施設　リ　一級河
川、二級河川又は運河　ヌ　大学又は高等専門学校　ル　一団地の住宅施設（集団住宅2,000戸以上のもの）
ヲ　一団地の官公庁施設　ワ　流通業務団地　カ　防潮施設
(4)次の市街地開発事業に関する都市計画（同第6号）
　土地区画整理事業（50ha超のもの）、市街地再開発事業（3ha超のもの）、住宅街区整備事業（20ha超のも
の）、防災街区整備事業（3ha超のもの）、その他の市街地開発事業
(5)市街地開発事業等予定区域に関する都市計画（同第7号）

２　開発行為の許可等
(1)開発行為の許可、変更許可(法第29条、第35条、第35条の2)
(2)既存の権利者からの届出の受理（法第34条第13号）
(3)開発行為等に係る当該国の機関又は都道府県等との協議（法第34条の2、法第42条）
(4)工事完了届、工事廃止届の受理等（法第36条、第38条）
(5)市街化調整区域内の開発許可に係る建築物の建築制限の指定等（法第41条～第43条）
(6)開発許可に基づく地位の承継の承認（法第45条）
(7)開発登録簿に関する事務（法第46条、第47条）

（事務の概要）

・都市計画法（以下「法」という。）に基づき、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市

施設の整備及び市街地開発事業に関する計画の決定を行う。

（主な事務内容）

○平成18年度の実績　　

　　・都市計画審議会開催回数　　　　　　　　4回

　　・都市計画決定件数（変更含む）　        73件

検討対象事務の内容 ④
大区分

担当

都市計画区域内の開発行為許可などに関する事務事業名

都市整備局
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 区

７６ マンション建替組合の設立の認可などに関する事務

④

マンションの建替えの円滑化等に関
する法律に基づき、マンション建替
組合設立認可、個人施行における事
業認可、権利変換計画認可等の認可
事務等、組合理事長の氏名等の届出
受理及び公告事務等を行う。

(1)マンション建替組合の設
立の認可などに関する事務

考　　　　え　　　　方

○マンション建替組合の設立・権利変換計画の認可等を行う事務であり、指
定都市、中核市及び特例市等に移譲されている事務である。現在、特別区が
行っている住宅関連の相談業務や認可申請等の経由事務と合わせて、一連の
事務を処理できるよう、特別区が担う方向で検討すべきである。

○当該事務は、法令の基準に基づき、マンション建替組合の設立の認可など
に関する事務を行っており、各区が個別に審査したとしても、都全体の統一
性は確保される。また、個別のマンションに係る事務であり、周辺の市街地
に大きな影響を与えるものではない。
○区が処理することにより、区道の拡幅整備への協力要請などの調整を早期
に図ることができるため、まちづくりの観点からもメリットが大きい。

よって、当該事務は、区へ移管する方向で検討する。

１ マンション建替組合の設立の認可などに関する事務

118



76 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

○当該事務は、法令の基準に基づき、マンション建替組合の設立の認可などに関す
る事務を行っており、各区が個別に審査したとしても、都全体の統一性は確保され
る。また、個別のマンションに係る事務であり、周辺の市街地に大きな影響を与え
るものではない。
○区が処理することにより、区道の拡幅整備への協力要請などの調整を早期に図る
ことができるため、まちづくりの観点からもメリットが大きい。

よって、当該事務は、区へ移管する方向で検討する。

理由：

理由

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

理由：

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

理由：

チェック

理由：

区

チェック

チェック

チェック

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

理由：

理由：

都市整備局

④検討対象事務評価個票　　　　　〔都〕　
大区分

担当

マンション建替組合の設立の認可などに関する事務事業名
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76 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

チェック

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔区〕　　　　　　　
大区分

担当局 都市整備局

マンション建替組合の設立の認可などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

○マンション建替えの円滑化を図るため、マンション建替組合の設立・権利変換計
画の認可等を行う事務であり、指定都市、中核市及び特例市に移譲されているほ
か、事務処理特例により移譲を受けている市もある事務である。判断基準に照らし
て、都が実施しなければならない特別な事情はなく、特別区が行っている住宅関連
の相談業務や認可申請等の経由事務と合わせて、一連の事務を処理できるよう特別
区が担う方向で検討すべきである。

○法に基づく事務移譲の指定を受けるためには、法令改正が必要であるが、事務処
理特例により移譲することも含めれば、法令上の制約は受けないものと考えられ
る。

○特別区が担うことにより、住宅関連の相談業務と窓口が一本化されるため、手続
の簡素化、効率化を図ることができる。

○地方分権改革推進委員会第１次勧告において、都道府県から市への権限移譲を行
うべき事務として整理されている。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。
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76 中区分 1 小区分 (1)

（都における事務処理の状況）

・区部における事務処理の状況（平成18年度）

（件） うち区経由

5 5

・マンション建替組合設立認可の申請受理、審査、意見書の処理、認可、公告（法第９条、第11条、第12条、第14条） 5 -

事 ・マンション建替組合の理事長に関する届出の受理、公告（法第25条） 5 5

・定款、事業計画の変更認可（法第34条） 7 7

・マンション建替組合解散認可、公告（法第38条） 2 -

・決算報告書の承認（法第42条） 0 0

・個人施行の事業認可の申請受理、審査、認可、公告（法第45条、第48条、第49条） 0 -

務 ・規準又は規約、事業計画の変更認可（法第50条） 0 0

・施行者の変動に関する届出の受理、公告（法第51条） 0 -

・審査委員の承認申請の受理、承認（法第53条） 0 0

・事業廃止、終了の申請の受理、審査、認可、公告（法第54条） 0 0

・権利変換計画（変更）認可の申請の受理、審査、認可（法第57条、第65条、第66条） 1 -

の ・管理規約の設定認可（法第94条）

・マンション建替組合、個人施行者に対する措置命令、監督及び技術的援助（法第97条第２項、第98条、第99条、第101条）

・標記事務に関し、事務処理特例条例等に基づく都区の事務分担は行っていない。

内

容

・上記のうち、一部の事務に関しては、区を経由して申請、通知を行っている。

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

・事業廃止、終了の認可、公告

・管理規約認可

（特別区における事務処理の状況）

標記の事務は、都道府県知事の権限に属するものであるが、指定都市、中核市及び特例市の区域内においては、当
該指定都市等の長が行うこととされている（法第128条）

・事業計画、規準・規約変更認可

・建替組合設立認可の公告

・審査委員承認

・事業計画、定款の変更認可

・個人施行事業認可

④
大区分

担当

マンション建替組合の設立の認可などに関する事務事業名

都市整備局

検討対象事務の内容

（事務の概要）

マンションの建替えの円滑化等に関する法律（以下「法」という。）に基づき、マンション建替組合設立認可、個人施行に
おける事業認可、権利変換計画認可等の認可事務等、組合理事長の氏名等の届出受理及び公告事務等を行う。

・決算報告書承認

・権利変換計画認可

・理事長届出の受理、公告

・組合解散認可、公告

（主な事務内容） ・建替組合設立認可
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 区

都市鉄道等利便増進法に基づき、交
通結節機能の高度化に向け、交通結
節機能高度化構想の作成、協議会の
設置等の事務を行う。

(1)交通結節機能高度化構想
の作成及び国土交通大臣と
の協議などに関する事務

考　　　　え　　　　方

○交通結節機能高度化構想の作成、協議会の設置等を行う事務であり、指定
都市に移譲されている事務である。鉄道事業者や関係機関との連携による駅
利用者等の利便性の向上を図るため、特別区が担う方向で検討すべきであ
る。

○当該事務は、本来都道府県事務とされているが、一定以上の規模を有する
指定都市にあっては当該市が処理しており、特別区が一定以上の規模になる
ことにより、特別区が実施することは可能である。

○交通結節機能の高度化は、駅内外の一体的な整備により、交通モード間や
事業者間の円滑な移動を実現しようとするものであり、構想の策定に当たっ
ては、当該地域のまちづくり方針を踏まえる必要がある。

○駅及び駅周辺の整備計画の策定やそのための検討会の開催等は、現在でも
区が主体となって行っており、区が当該事務を行うことは可能であると考え
られる。

　よって、当該事務は、区へ移管する方向で検討する。

１ 交通結節機能高度化構想の作成及び国土交通大臣との
協議などに関する事務

７９ 交通結節機能高度化構想の作成及び国土交通大臣との協議などに関する事務

④
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79 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

理由

理由

チェック

チェック

理由

理由

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

区

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

チェック

理由

理由

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

担当

交通結節機能高度化構想の作成及び国土交通大臣との協議などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。 ○当該事務は、本来都道府県事務とされているが、一定以上の規模を有する指定都
市にあっては当該市が処理しており、特別区が一定以上の規模になることにより、
特別区が実施することは可能である。

○交通結節機能の高度化は、駅内外の一体的な整備により、交通モード間や事業者
間の円滑な移動を実現しようとするものであり、構想の策定に当たっては、当該地
域のまちづくり方針を踏まえる必要がある。

○駅及び駅周辺の整備計画の策定やそのための検討会の開催等は、現在でも区が主
体となって行っており、区が当該事務を行うことは可能であると考えられる。

　よって、当該事務は、区へ移管する方向で検討する。

事業名

都市整備局

理由

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック
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79 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

○都市鉄道等利用者の利便性を増進するため、交通結節機能高度化構想の作成、協
議会の設置等を行う事務であり、指定都市に移譲されている事務である。判断基準
に照らして、都が実施しなければならない特別な事情はなく、鉄道事業者や関係機
関との連携による駅利用者等の利便性の向上を図るため、特別区が担う方向で検討
すべきである。

○法に基づく事務移譲の指定を受けるためには、法令改正が必要であるが、事務処
理特例により移譲することも含めれば、法令上の制約は受けないものと考えられ
る。

○特別区が担うことで、鉄道事業者や関係機関との連携による地域の特性や実情を
考慮した駅周辺施設の一体的な整備計画の策定など、地域の活性化や駅利用者の利
便性の向上が期待できる。
　なお、現状においては、法に基づく交通結節機能高度化構想策定等の実績はな
い。

○複数区に影響する事例が生じた場合の特別区間の連携の方策等については、具体
化に向けた検討の中で整理する必要がある。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

交通結節機能高度化構想の作成及び国土交通大臣との協議などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック

124



79 中区分 1 小区分（１）

（都における事務処理の状況）

○これまで都において、処理をした事例はない。

事

務

の

内

容

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（主な事務内容）

・「交通結節機能高度化構想」の作成、国土交通大臣への協議、同意の要求（法第12条）
・協議会の組織、公表（法第13条）
・交通結節機能高度化構想作成に係る提案の受理、提案に基づく協議の有無についての公表等（法第22
条）

標記の事務は、都道府県知事の権限に属するものであるが、指定都市においては、当該指定都市の長が行
うこととされている。（法第26条）

標記事務に関し、事務処理特例条例等に基づく都区の事務分担は行っていない。

（特別区における事務処理の状況）

（事務の概要）

都市鉄道等利便増進法（以下「法」という。）に基づき、交通結節機能の高度化に向け、交通結節機能高度化
構想の作成、協議会の設置等の事務を行う。

④
大区分

担当

交通結節機能高度化構想の作成及び国土交通大臣との協議などに関する事務事業名

都市整備局

検討対象事務の内容
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 区

特定都市河川浸水被害対策法に基づ
き、雨水浸透阻害行為をしようとす
る者に対する許可事務及び保全調整
池の指定事務を行う。

(1)雨水浸透阻害行為の許
可、条件の付加などに関す
る事務

考　　　　え　　　　方

○特定都市河川流域内において、雨水の浸透を妨げる恐れがある行為に対す
る許可等を行う事務であり、指定都市、中核市及び特例市等に移譲されてい
る事務である。集中豪雨等による浸水被害を軽減するための規制等を行う事
務であり、地域住民の生活と密接に関係することから、特別区が担う方向で
検討すべきである。

○当該事務は、本来都道府県事務とされているが、一定以上の規模を有する
指定都市や中核市にあっては当該市が処理しており、特別区が一定以上の規
模になることにより、特別区が実施することは可能である。

○雨水浸透阻害行為の許可等の事務は、特別区が行っている開発行為の許可
との関連が深く、特別区がこれと併せて行った方が効率的かつ効果的であ
り、申請者の利便性の向上にも寄与すると考えられる。

　よって、当該事務は、区へ移管する方向で検討する。

１ 雨水浸透阻害行為の許可、条件の付加などに関する事
務

８２ 雨水浸透阻害行為の許可、条件の付加などに関する事務

④
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82 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

理由

チェック

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

担当

雨水浸透阻害行為の許可、条件の付加などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。 ○当該事務は、本来都道府県事務とされているが、一定以上の規模を有する指定都
市や中核市にあっては当該市が処理しており、特別区が一定以上の規模になること
により、特別区が実施することは可能である。

○雨水浸透阻害行為の許可等の事務は、特別区が行っている開発行為の許可との関
連が深く、特別区がこれと併せて行った方が効率的かつ効果的であり、申請者の利
便性の向上にも寄与すると考えられる。

　よって、当該事務は、区へ移管する方向で検討する。

チェック

都市整備局

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

理由 区

チェック

理由

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

理由

事業名

理由

理由

チェック

チェック

チェック

理由
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82 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

○特定都市河川流域内において、雨水の浸透を妨げる恐れがある行為に対する許可
等を行う事務であり、指定都市、中核市及び特例市に移譲されているほか、事務処
理特例により移譲を受けている市もある事務である。判断基準に照らして、都が実
施しなければならない特別な事情はなく、集中豪雨等による浸水被害を軽減するた
めの規制等を行う事務であり、地域住民の生活と密接に関係することから、特別区
が担う方向で検討すべきである。

○法に基づく事務移譲の指定を受けるためには、法令改正が必要であるが、事務処
理特例により移譲することも含めれば、法令上の制約は受けないものと考えられ
る。

○特別区が担うことにより、雨水浸透阻害行為の許可等に基づく確認行為や是正措
置命令等の事務について、迅速、的確な対応が可能となる。
なお、現在都内においては、鶴見川流域の町田市、稲城市の一部地域が特定都市河
川流域に指定されている。

○広域的な対応についての都区間、特別区間の連携、調整の方策等については、具
体化に向けた検討の中で整理する必要がある。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

雨水浸透阻害行為の許可、条件の付加などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック
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82 中区分 1 小区分 (1)

（都における事務処理の状況）

平成１８年度実績

変更の許可（法第16条）

事

監督処分（法第20条）

務

現在、都内で特定都市河川に指定されているのは鶴見川（H17.4)のみであるため、

の 上記事務は、鶴見川流域の町田市・稲城市地域における事務処理状況である。

内

容

立入検査（法第21条）

許可の特例（法第14条）

・標識の設置（法第24条）

・保全調整池の指定（法第23条）

・雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可（法第18条）

・監督処分（法第20条）

工事完了の検査等（法第17条）

報告の徴収（法第22条）

保全調整池の指定（法第23条）

（主な事務内容）

2

1

0

0

雨水浸透阻害行為許可（法第９条）

機能阻害するおそれのある行為許可（法第18条）

事務内容

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

標記の事務は、都道府県知事のほか、指定都市及び中核市においては、当該市の長が処理することとされて
いる（法第９条、第34条）。

48

48

40

標記の事務については、事務処理特例条例等に基づく都区の事務分担は行っていない。

・工事完了の検査等（法第17条）

・雨水浸透阻害行為許可（法第９条）

・保全調整池にかかる行為の届出の受理、通知、助言又は勧告（法第25条）

（特別区における事務処理の状況）

・許可の特例（法第14条）

・立入検査（法第21条）

・報告の徴収等（法第22条）

・測量又は調査のための土地の立入に関する命令、損失の補償等（法第34条）

・変更の許可等（法第16条）

④
大区分

担当

雨水浸透阻害行為の許可、条件の付加などに関する事務事業名

都市整備局

検討対象事務の内容

（事務の概要）

命令、損失の補償等（法第34条） 0

0

標識の設置（法第24条） 0

届出の受理、通知、助言又は勧告（法第25条） 1

0

特定都市河川浸水被害対策法（以下「法」という。）に基づき、雨水浸透阻害行為をしようとする者に対する許
可事務及び保全調整池の指定事務
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 区

都 ○ ○ 都

大都市地域における宅地開発及び鉄
道整備の一体的推進に関する特別措
置法第9条に基づき、同意特定地域
内において、国土利用計画法第27条
の6第1項の適用による監視区域の指
定に努める。

(1)監視区域の指定に関する
事務

考　　　　え　　　　方

○宅地開発と鉄道整備を一体的に推進する措置に伴う地価の規制等に関する
事務であり、指定都市に移譲されている事務である。「④-29土地の権利移
転届出などに関する事務」の見直しと合わせ、地域全体のまちづくりとの整
合を図りつつ処理できるよう、特別区が担う方向で検討すべきである。

○当該事務は、同意特定地域内において、国土利用計画法第27条の6第1項の
規定による監視区域を指定するものであり、同法に基づく監視区域の指定
は、「④－29－1－(1)」の土地の権利移転届出受理などに関する事務と同
様、都に残す方向で検討する。

１ 監視区域の指定に関する事務

９０ 監視区域の指定に関する事務

④
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90 中区分 1 小区分（１）
＜　考え方　＞

事

業

評

価

区

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

担当

監視区域の指定に関する事務事業名

都市整備局

理由　土地利用目的の審査、勧告に当たっては、都が策定する土地利用基本
計画との適合性や周辺地域への影響などを、広域的な立場から判断する必要
がある。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

チェック

チェック

理由

チェック

理由

○

チェック

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

理由

○当該事務は、同意特定地域内において、国土利用計画法第27条の6第1項の規定に
よる監視区域を指定するものであり、同法に基づく監視区域の指定は、「④－29－1
－(1)」の土地の権利移転届出受理などに関する事務と同様、都に残す方向で検討す
る。

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

チェック

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

理由

○

理由　地価対策のための土地取引規制等については、一部地域だけの問題で
はなく、都市の機能性の向上を図るためには、都全体の調整を一体的に行う
必要がある。

理由

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。
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90 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

○鉄道新線の整備に伴い住宅地が大量に見込まれる特定地域内において、適正な土
地利用を確保するため、監視区域として指定する事務であり、指定都市に移譲され
ている事務である。地域の実情を考慮した適正な土地利用の確保については、国土
利用計画法に基づく「④-29土地の権利移転届出受理などに関する事務」の見直しと
合わせ、地域全体のまちづくりとの整合を図りつつ処理できるよう、特別区が担う
方向で検討すべきである。

○法に基づく事務移譲の指定を受けるためには、法令改正が必要であるが、事務処
理特例により移譲することも含めれば、法令上の制約は受けないものと考えられ
る。

○なお、現状においては、法に基づく監視区域の指定実績はない。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

監視区域の指定に関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック
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90 中区分 1 小区分（１）

（都における事務処理の状況）

実績なし。

事

務

の

内

容

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：無

（その他）

（主な事務内容）

（特別区における事務処理の状況）

指定都市においては、法第９条の規定に基づき、当該指定都市の長が行うこととされている。

・標記の事務に関し、事務処理特例条例に基づく都区の事務分担は行っていない。

（同意特定地域）
総務大臣及び国土交通大臣の同意を得た｢宅地開発及び当該鉄道の整備の一体的推進に関する基本計
画｣に定める特定地域（鉄道の整備により大量の住宅地の供給が促進されると見込まれる当該鉄道の周辺の
市町村（特別区を含む。）の区域）

なお、東京都は、「宅地開発及び当該鉄道の整備の一体的推進に関する基本計画」を平成3年に策定してお
り、その後、平成9年7月に改定している。同計画において、つくばエクスプレス（常磐新線）沿線の4区（千代田
区、台東区、荒川区、足立区）を同意特定区域としている。

（事務の概要）

　大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法（以下、「法」という。）第9
条に基づき、同意特定地域※内において、国土利用計画法第27条の6第1項の適用による監視区域の指定
に努める。

・監視区域の指定（法第9条）

④
大区分

担当

監視区域の指定に関する事務事業名

検討対象事務の内容

都市整備局
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検 討 対 象 事 務 評 価 シ ー ト

法令に基づく事務

事　　　務　　　名 概要及び備考
評
価

広
域

効
率

専
門

規
模

一
体

法
令

特
段

総合
評価

区 ○ 区

都 ○ ○ ○ 都

景観法及び東京都景観条例等に基づ
き、景観形成の方針や行為の制限に
関する事項などを景観計画に定め、
この計画に基づき建築物等の建築な
ど一定の行為について、届出を義務
づけ、指導及び助言等の事務を行
う。

(1)景観行政団体の事務など
に関する事務

考　　　　え　　　　方

○良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定等、景観行政団体とし
ての事務を行うものであり、指定都市及び中核市においては景観行政団体に
指定されている。良好な景観形成は、地域の特性と密接に関連するものであ
り、特別区が担う方向で検討すべきである。地域の景観特性に応じた個性豊
かな魅力ある景観形成が期待できる。

○東京は市街地が極めて高い密度で連続し、街並み、景観が行政区域を越え
て連続していることから、東京全体の景観保護のためには、統一的な意思決
定の下で、一体的に事務を行うことが効果的であり、広域的な施策が必要で
ある。

○東京は大規模都市開発が活発で、市街地が常に更新され、その影響は各区
の区域にとどまらず広域に及ぶものであることから、広域的に対応すること
が必要である。

　よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

１ 景観行政団体の事務などに関する事務

９２ 景観行政団体の事務などに関する事務

④
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92 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

事

業

評

価

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔都〕
大区分

〇

担当

景観行政団体の事務などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。 ○東京は市街地が極めて高い密度で連続し、街並み、景観が行政区域を越えて連続
していることから、東京全体の景観保護のためには、統一的な意思決定の下で、一
体的に事務を行うことが効果的であり、広域的な施策が必要である。

○東京は大規模都市開発が活発で、市街地が常に更新され、その影響は各区の区域
にとどまらず広域に及ぶものであることから、広域的に対応することが必要であ
る。

　よって、当該事務は、都に残す方向で検討する。

事業名

理由　東京は街並み、景観が行政区域を越えて連続していることから、都が
広域的な見地から一体的に事務を処理する必要がある。

理由

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

理由

チェック

チェック

都市整備局

理由

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

チェック

チェック

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 保
チェック

〇

理由　現在、都が法施行時から景観行政団体となっている。区市町村は、都と協議
し、都の同意を得た場合に、景観行政団体となることができる。都は、都と区の景
観形成の調整機能や都の景観計画などとの整合性が確保された場合は、団体として
同意している。　(景観法第7条第1項）

区

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

チェック

〇

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

理由

理由　東京は街並み、景観が行政区域を越えて連続していることから、首都
としての統一感のある景観を創出し、大都市東京の快適性の維持向上を図る
ためには、都が広域的な見地から一体的に処理する必要がある。

チェック
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92 中区分 1 小区分 (1)
＜　考え方　＞

理由

理由

事

理由

業 理由

理由

評

理由

価 理由

○良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定等、景観行政団体としての事
務を行うものであり、指定都市及び中核市においては景観行政団体に指定されてい
る。既に特別区においては、景観行政団体の指定を受け事務を行っている区もあ
り、判断基準に照らしても、都が実施しなければならない特別な事情はないと考え
られる。良好な景観形成は地域の特性と密接に関連するものであり、特別区が担う
方向で検討すべきである。

○都道府県知事との協議、同意により景観行政団体の指定を受けることができる
が、法に基づく事務移譲の指定を受けるためには、法改正が必要である。

○特別区が担うことにより、地域の景観特性に応じた個性豊かな魅力ある景観形成
が期待できる。また、景観行政団体の指定を受けることにより、屋外広告物に関す
る規制等の事務処理が可能となる。

○地方分権改革推進委員会第１次勧告において、「市町村が景観行政団体として事
務を行う場合の都道府県知事の同意の廃止」として整理されている。

　(6) 法令の趣旨目的その他法令上の制約等により、移管することができない事務かどうか。

総合評価

都 区
チェック

　(7) その他特段の事情があるかどうか。

保

チェック

　(4) 事業規模や施設の規模･配置などの観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

○

　(2) 都から特別区に移管することにより、事業効果や事業効率に著しい支障が生じると考えられる事務かどうか。

　(3) 人材や施設など専門性の確保の観点から、特別区が処理することが困難な事務かどうか。

　(5) 大都市東京の安全性、機能性及び快適性の維持向上を図るため、都が一体的に処理することが必要な事務かどうか。

チェック

都道府県知事との協議、同意により景観行政団体の指定を受けることが
できるが、法に基づく事務移譲の指定を受けるためには、法改正が必要
である。

チェック

④検討対象事務評価個票　　　　　　　〔区〕
大区分

担当局 都市整備局

景観行政団体の事務などに関する事務

　(1) 各特別区の区域を超える事務のうち、都が広域的な立場から処理することが必要な事務かどうか。

チェック

事業名

チェック

チェック

136



92 中区分 1 小区分 (1)

（都における事務処理の状況）

事

務

の

内

容

〇景観法(以下「法」という。）及び東京都景観条例等に基づき、景観形成の方針や行為の制限に関する事項
などを景観計画に定め、この計画に基づき建築物等の建築など一定の行為について、届出を義務づけ、指
導及び助言等の事務を行う。

・景観計画の策定（法第8条第1項）

（標記事務の移管・委託等に関する状況）：有

（その他）

（主な事業内容）

・景観重要建造物の指定等（法第19条～第27条）

・景観重要樹木の指定等（法第28条～第35条）

・届出に係る必要な措置の勧告（法第16条第３項）

・特定届出対象行為に係る変更命令等（法第17条）

検討対象事務の内容

（特別区における事務処理の状況）

（事務の概要）

〇平成11年度から18年度における建築物等の届出件数の実績

④
大区分

担当

景観行政団体の事務などに関する事務事業名

・景観計画の策定に係る都市計画審議会の意見聴取（法第9条第２項）

・景観計画の策定に係る景観重要公共施設の管理者との協議（法第９条第４項）

・景観計画の策定に係る国立公園等管理者との協議（法第９条第５項）

・景観計画区域内における行為の届出の受理（法第16条第１項）

都市整備局

標記の事務は、景観行政団体が行うこととされており、法第７条の規定により、指定都市の区域にあっては指
定都市、中核市の区域にあっては中核市、その他の区域にあっては都道府県が景観行政団体に指定されて
いる。
ただし、指定都市及び中核市以外の市町村であって、あらかじめ都道府県知事と協議し、同意を得た市町村
については、当該市町村が標記事務を行うことができるとされている（法第７条第１項）。

〇景観法に基づく届出件数の実績（平成19年12月末現在）

　　・108件（区部：67件、多摩部：41件）　　※平成19年4月より、法に基づく届出に移行

・法第７条第１項の規定に基づき、区部においては世田谷区、新宿区に対して景観行政団体に係る同意をし
ている。

・届出事項の変更の届出の受理（法第16条第２項）

・世田谷区、新宿区は、法第７条の規定に基づく協議の結果、景観行政団体となっており、区域内において標
記の事務を行っている。

・景観重要建造物又は景観重要樹木の適切な管理のための管理協定の締結等（法第36条～第40条）

0
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東京都景観条例制定以後の届出等　実績
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自主条例期間
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